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一
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烏
丸
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駝
会
文
書
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収
史
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奥
　
田
　
以
　
在

本
稿
に
お
い
て
紹
介
す
る
「
式
法
帳
」
と
「『
町
』
規
約
」
は
、
本
号
別
掲
の
「
銅
駝
会
文
書
に
つ
い
て
―
京
都
同
業
者
町
の
文
書
群
―
」
に
目
録
が

収
録
さ
れ
て
い
る
銅
駝
会
文
書
中
の
も
の
で
あ
る
。
東
玉
屋
町
お
よ
び
銅
駝
会
に
関
し
て
は
、
そ
ち
ら
の
解
題
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

「
式
法
帳
」
は
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
に
作
成
さ
れ
た
「
式
法
」
と
地
所
・
屋
敷
売
買
の
記
録
か
ら
成
っ
て
い
る
。
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
は

「
第
二
次
町
組
改
組
」
が
行
わ
れ
た
年
で
あ
り
、
二
条
通
を
挟
ん
だ
北
側
の
玉
屋
町
と
南
側
の
東
大
黒
町
が
合
併
し
東
玉
屋
町
が
成
立
し
た
。
そ
の
際
に
、

東
玉
屋
町
と
し
て
の
「
式
法
」
を
取
り
決
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
内
容
は
、
買
得
、
帳
切
、
家
督
譲
り
の
際
の
披
露
料
を
細
か
く
記
し
、
各
家
の
軒
役

を
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
町
」
自
治
に
関
る
費
用
を
、
新
た
な
町
と
し
て
出
発
す
る
に
あ
た
り
、
取
り
決
め
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
組
町
席
順
は
町

組
に
お
け
る
各
町
の
位
置
付
け
が
伺
い
知
れ
る
も
の
で
あ
り
、
興
味
深
い
。

次
に
地
所
・
屋
敷
売
買
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
近
世
期
に
お
い
て
地
所
･
屋
敷
の
売
買
は
、「
町
」
に
お
け
る
家
持
人
の
変
化
を
伴
う
こ
と
で
あ
り
、

言
い
換
え
れ
ば
「
町
」
の
主
た
る
構
成
員
を
決
定
す
る
問
題
で
あ
る
た
め
、「
町
」
に
よ
っ
て
は
職
種
規
制
を
設
け
る
な
ど
、
注
意
深
く
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
（
１
）
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
「
式
法
」
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
治
期
に
あ
っ
て
な
お
、
地
所
･
屋
敷
売
買
が
「
町
」
に
と
っ
て
重
要

な
問
題
で
あ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

こ
の
「
式
法
帳
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
土
地
売
買
の
売
り
先
を
見
る
と
、
不
明
な
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
確
認
で
き
る
も
の
の
中
で
多
数
を
占
め
る
、

秋
野
ノ
町
・
東
玉
屋
町
・
大
恩
寺
町
・
冷
泉
町
・
蛸
薬
師
町
は
、
い
ず
れ
も
二
条
通
に
面
し
て
い
る
か
、
二
条
通
り
を
上
ル
町
も
し
く
は
下
ル
町
で
あ
り
、



二

（
六
二
九
）

近
世
後
期
の
い
わ
ゆ
る
「
二
条
」
と
い
う
、
薬
種
商
が
地
縁
的
同
業
的
関
係
を
築
い
て
い
た
地
域
に
属
し
て
い
る
（
２
）
。
ま
た
、
請
人
に
つ
い
て
は
、
住
所
が

確
定
で
き
な
い
も
の
も
多
い
が
、
仁
王
門
町
、
蒔
絵
屋
町
、
大
恩
寺
町
、
秋
野
ノ
町
、
東
玉
屋
町
な
ど
「
二
条
」
に
属
す
る
町
名
が
多
数
確
認
で
き
る
。

つ
ま
り
、
東
玉
屋
町
の
地
所
・
屋
敷
売
買
に
お
け
る
信
用
が
近
世
以
来
の
薬
種
商
の
地
縁
的
同
業
的
関
係
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
個
別
の
事
例
と
し
て
、
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
の
「
町
」
持
ち
の
地
所
・
建
物
が
総
代
で
あ
っ
た
森
平
三
郎
に
仮
売
却
さ
れ
、
そ
れ
が
同
年
に
小

林
元
七
へ
と
売
却
さ
れ
て
い
る
事
例
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
小
林
元
七
は
、「
町
」
の
用
人
を
勤
め
て
い
た
が
、
明
治
一
二
（
一
八
七
九
）
年
に
東

玉
屋
町
で
は
用
人
が
廃
止
さ
れ
た
。
次
に
あ
げ
る
の
は
、
用
人
が
廃
止
さ
れ
る
際
、
生
活
費
と
し
て
金
三
〇
円
を
「
町
」
か
ら
貰
い
受
け
た
時
の
も
の
で
あ
る
。

一
札
之
事

一
　
私
儀
是
迄
御
町
用
相
勤
罷
在
候
処
、
御
一
新
後
御
用
人
等
之
者
、
他
町
ニ
而
者
御
廃
止
之
向
茂
侭
在
之
候
処
、
我
共
御
陰
ヲ
以
今
日
迄
御
世
話
ニ

相
成
居
候
、
然
ル
ニ
近
来
御
町
中
ニ
物
入
多
分
相
懸
リ
候
ニ
付
而
者
、
今
般
御
町
中
ニ
御
仕
法
ヲ
被
相
建
、
依
之
我
一
先
用
人
之
廉
ヲ
廃
止
ニ
可

致
様
被
仰
付
、
此
上
者
一
言
之
御
頼
様
も
無
之
、
速
ニ
御
受
申
上
候
、
然
ル
ニ
私
共
差
当
リ
取
続
方
ニ
当
惑
仕
候
間
、
段
々
入
訳
ヲ
以
御
頼
申
上

候
処
、
御
一
流
（
統
カ
）様
承
知
被
成
下
、
為
涙
金
金
三
拾
円
被
下
、
難
有
頂
戴
仕
候
上
者
、
我
家
内
ニ
至
迄
奉
祝
入
候
、
此
後
ニ
至
リ
御
無
心
ケ
間
敷
義

者
勿
論
、
聊
御
迷
惑
相
懸
ケ
申
間
敷
候
、
為
後
日
之
一
札
、
依
而
如
件

明
治
十
二
年
六
月

小
林
元
七

東
玉
屋
町

御
町
中

小
林
元
七
は
こ
の
後
、
町
会
所
に
借
家
し
て
東
玉
屋
町
に
住
ま
い
、
荒
物
･
理
髪
業
を
営
ん
で
い
た
。
そ
の
町
会
所
は
総
代
に
仮
売
却
さ
れ
た
後
、
明

治
二
三
（
一
九
〇
〇
）
年
に
小
林
へ
売
却
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
っ
た
「
町
」
持
の
地
所
・
屋
敷
が
総
代
に
仮
売
却
さ
れ
、
総
代
が
用
人
で
あ
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三

（
六
二
八
）

っ
た
人
物
に
売
る
と
い
う
売
買
は
、
借
屋
人
で
あ
る
用
人
が
家
持
へ
と
定
着
し
て
い
く
姿
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
「
町
」
規
約
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
「
町
」
規
約
と
は
各
「
町
」
ご
と
に
作
成
さ
れ
、「
町
の
構
成
員
全
体
が
し
た
が
う
べ
き

規
則
と
し
て
明
文
化
さ
れ
た
も
の
（
３
）
」
で
あ
り
、
政
治
的
な
変
化
、「
町
」
に
内
在
す
る
要
因
に
合
わ
せ
て
改
正
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
規
約
に
は

「
町
」
自
治
の
実
態
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
が
で
き
る
。

東
玉
屋
町
に
残
さ
れ
て
い
る
規
約
は
、
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
の
「
東
玉
屋
町
々
則
」
が
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
町
」
組
織
（
役

職
、
集
会
）
に
関
る
規
定
、「
町
」
自
治
（
祭
、
披
露
料
、
葬
式
会
葬
、
急
達
箱
の
即
時
順
達
、
散
水
）
に
関
す
る
規
定
、
行
政
（
軍
事
・
衛
生
予
備
費
、

国
旗
及
び
提
灯
点
燈
、
入
退
営
者
の
祝
送
・
歓
迎
）
に
関
る
規
定
、
罰
則
規
定
か
ら
成
っ
て
お
り
、「
町
」
が
行
政
と
の
関
り
を
意
識
し
つ
つ
も
、
自
治

的
機
能
を
依
然
と
し
て
有
し
て
い
た
事
が
伺
え
る
。

そ
の
後
、
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
七
月
に
、「
東
玉
屋
町
別
則
及
経
費
予
算
案
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
は
主
に
「
町
」
に
お
け
る
不
勤

料
の
徴
収
方
法
に
関
す
る
申
し
合
わ
せ
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
後
半
部
分
に
は
、
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
、
一
年
間
の
「
町
」
に
ま
つ
わ
る
費
用
が

記
し
て
あ
り
、「
町
」
に
お
け
る
当
時
の
大
ま
か
な
金
銭
の
出
入
が
わ
か
る
。

明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
一
一
月
に
は
、
公
同
組
合
の
設
置
に
と
も
な
い
、「
上
京
第
廿
三
連
合
東
玉
屋
町
公
同
組
合
設
置
規
約
」、「
上
京
区
第
廿

三
連
合
東
玉
屋
町
公
同
組
合
細
則
」「
東
玉
屋
町
内
規
」
が
作
ら
れ
て
い
る
。「
設
置
規
約
」
は
、
行
政
か
ら
布
達
さ
れ
た
も
の
と
同
様
で
あ
り
、
組
織
に

関
す
る
記
載
に
終
始
し
て
い
る
。
一
方
、「
細
則
」
と
「
内
規
」
は
二
つ
の
内
容
を
合
わ
せ
る
と
、
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
の
「
東
玉
屋
町
々
則
」

と
内
容
が
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
つ
ま
り
、「
設
置
規
約
」
は
行
政
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、「
細
則
」
及
び
「
内
規
」
は
従
来
の
「
町
」
自
治
を
意
識
し
た

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
規
約
は
、
相
互
に
関
連
し
一
つ
の
セ
ッ
ト
と
し
て
作
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
史
料

目
録
の
解
題
で
も
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
年
に
三
つ
の
規
約
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
公
同
組
合
設
置
に
際
し
て
「
町
」
が
行
政
を
意
識
し
つ
つ
も
、
旧

来
の
家
持
層
を
核
と
し
た
自
治
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
に
は
「
細
則
」
が
改
正
さ
れ
、「
上
京
区
第
二
十
三
連
合
東
玉
屋
町
公
同
組
合
規
約
細
則
」
と
し
て
作
り
直
さ
れ
た
。
こ

の
時
は
、
条
項
が
多
少
追
加
修
正
さ
れ
た
ほ
か
、
さ
ほ
ど
大
き
な
改
正
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
に
再
度
「
細
則
」
が
改
正
さ
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（
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れ
、「
上
京
区
第
二
十
三
連
合
東
玉
屋
町
公
同
組
合
規
約
細
則
」
と
な
り
、
組
合
長
資
格
か
ら
土
地
所
有
に
よ
る
制
限
条
項
が
撤
廃
さ
れ
た
の
は
本
号
別

掲
「
銅
駝
会
文
書
に
つ
い
て
―
京
都
同
業
者
町
の
文
書
群
―
」
の
解
題
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。

大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
に
は
、
上
記
「
設
置
規
約
」
と
「
細
則
」
が
共
に
改
正
さ
れ
、
前
者
は
「
上
京
区
第
二
十
三
連
合
東
玉
屋
町
公
同
組
合
規

約
」、
後
者
は
「
東
玉
屋
町
公
同
組
合
規
約
細
則
」
と
な
っ
た
。「
設
置
規
約
」
は
、
概
ね
従
来
の
も
の
を
踏
襲
し
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
「
細
則
」

に
記
載
さ
れ
て
い
た
集
会
に
関
す
る
規
定
が
、
明
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、「
細
則
」
に
は
こ
の
集
会
に
関
す
る
条
項
が
な
く
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の

二
種
類
の
規
約
は
、
従
来
の
行
政
向
き
の
「
設
置
規
約
」
と
「
町
」
自
治
と
し
て
の
「
細
則
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
両
者
が
合
わ
さ
る
事
に
よ
っ
て
一
つ

の
規
約
と
し
て
の
意
味
合
い
を
有
す
よ
う
に
変
化
し
て
き
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
、「
町
」
と
行
政
の
関
係
、「
町
」
と
公
同
組
合
の

関
係
の
変
化
を
考
え
る
上
で
非
常
に
興
味
深
い
点
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
年
の
規
約
で
も
組
合
長
資
格
に
お
い
て
土
地
所
有
に
よ
る
制
限
条
項
の
撤
廃
が

継
続
さ
れ
た
ほ
か
、
こ
れ
ま
で
の
家
持
層
か
ら
な
る
協
議
員
が
置
か
れ
な
く
な
り
、「
町
」
運
営
が
、
こ
れ
ま
で
の
家
持
層
に
よ
る
運
営
か
ら
、
借
家
人

を
も
含
ん
だ
住
民
に
よ
る
運
営
へ
と
大
き
な
転
換
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
安
国
良
一
「
近
世
京
都
の
町
と
家
屋
敷
所
持
」（『
日
本
史
研
究
』
第
二
八
二
号
、
一
九
八
六
年
）
参
照
。

（
２
）
中
野
卓
『
商
家
同
族
団
の
研
究
』（
未
来
社
、
一
九
六
三
年
）
三
三
九
頁
に
近
世
後
期
の
「
二
条
」
を
地
理
的
に
捉
え
た
図
が
あ
る
。

（
３
）
京
都
市
歴
史
資
料
館
編
『
町
式
目
集
成
』（
京
都
市
歴
史
資
料
館
、
一
九
九
九
年
）
二
頁
よ
り
引
用
。

（
凡
　
例
）

一
　
史
料
の
復
刻
に
あ
た
り
、
漢
字
は
常
用
漢
字
を
原
則
と
し
た
。

一
　
略
字
・
合
体
字
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
・
常
用
漢
字
に
直
し
た
。

一
　
判
読
不
能
な
文
字
に
関
し
て
は
、
文
字
数
を
□
で
示
し
た
。
字
数
が
わ
か
ら
な
い
と
き
は
﹇

﹈
で
示
し
た
。

一

抹
消
箇
所
は
、
抹
消
さ
れ
た
文
字
の
左
傍
に
〃
を
付
し
、
訂
正
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
右
傍
に
訂
正
さ
れ
た
文
字
を
付
し
た
。
長
文
に
わ
た

る
抹
消
お
よ
び
後
筆
は
「

」
で
括
り
収
録
し
た
。

一
　
読
み
や
す
く
す
る
た
め
、
適
宜
読
点
を
付
け
た
。

一
　
注
記
に
関
し
て
は
す
べ
て
〔

〕
を
付
し
た
。



式
法
帳
と
「
町
」
規
約
│
京
都
二
条
烏
丸
東
玉
屋
町

銅
駝
会
文
書
所
収
史
料
│
（
奥
田
以
在
）

五

（
六
二
六
）

一
　
「
式
法
帳
」

「
（
表
紙
）

明
治
二
年
□
□
月
改
正

式
法
帳

﹇

﹈」

法御
大
政
御
一
新
被
仰
出
候
趣
ハ
勿
論
、
従
御
政
府
之
御
下
知
堅
相
守
可

申
候
事

此
度
北
南
両
町
一
躰
壱
町
ニ
可
相
成
候
様
蒙
御
沙
汰
、
永
和
順
談
合
可

仕
候
事

毎
月
二
日
判
取
不
正
相
糺
合
可
仕
、
且
亦
御
定
目
通
堅
相
守
可
申
事

「
（
抹
消
）

一
　
町
儀
式
法
左
之
通

買
得
高
金
拾
両
ニ
付

金
三
歩

右
者
、
十
分
壱
門
代
会
所
普
請
手
当
金
・
名
前
披
露
出
銀
等

不
残
廃
止
候
ニ
付
、

町
中
御
一
新
ニ
寄
合
之
上
相
定
候
事

買
得
之
節

乍
議
事
者

年
寄
　
　
　
　
五
拾
疋

議
事
者
　
　
　
同

同
　
　
　
　
　
同

吹
挙
人
　
　
　
同

右
高
百
五
十
両
ま
而
百
五
十
両
よ
り

各
百
疋
宛
其
余
金
代
不
及
増
ニ

用
人
　
人
別
壱
人
ニ
壱
朱
宛

前
文
高
よ
り
二
朱
宛

親
方
番
人
勝
手
次
第

外
ニ
手
間
料
　
一
朱
□
斗
□
遣

筆
工
　
勝
手
次
第

帳
切
之
節

披
露
　
赤
飯
　
に
し
め

右
御
茶
斗

譲
之
節

年
寄
議
事
者
ヘ
一
朱
宛

外
ニ
年
寄
ヘ
一
朱
別
臨
増
候
事



第
五
六
巻
第
四
号

六

（
六
二
五
）

用
人
心
付
　
一
朱
遣
ス

外
ニ
手
間
料
一
朱
」

右
無
滞
買
得
諸
願
向
相
済
候
上
ハ
、
盃
麁
末
ニ
而
不
苦
、
勝
手
ニ
御
差

出
可
被
成
参
候
、
吹
挙
人
よ
り
相
談
之
事

譲
リ
盃
買
得
之
仁
ハ
其
儀
ニ
不
及
候
、
代
替
リ
節
ハ
、
家
督
披

露
金
之
外
ニ
役
中
三
人
丈
麁
末
ニ
而
相
勤
可
申
事

家
督
　
養
子

顔
□
□
　
名
代

妻
并
ニ
後
妻
　
隠
居
并
ニ
禅
門

不
勤
料
　
借
地
并
ニ
借
家

右
者
半
季
毎
ニ

死
後
譲
　
各
町
納
金
百
疋
宛

不
勤
料
之
外
用
人
江
壱
朱

一
　
借
家
出
銀
入
用
書

改
壱
朱
□

一
　
町
銀
五
百
匁
　
　
　
　
御
請
人
者
　
い
お
り
か
万
十
成
歟
思
召

可
被
成
事

用
人
金
壱
朱
外
ニ
日
手
間
料
心
ま
か
せ

﹇

﹈

一
　
年
寄
酒
二
升

弐
百
文
六
兵
衛

一
　
五
頭
ハ
壱
升

右
之
外
隣
家
ハ
い
お
り
成
歟
又
者
万
十

成
歟
思
召
可
被
成
候

右
之
通
ニ
寄
合
相
定
申
以
上
者
、
相
増
候
事
ハ
勿
論
、
外
ニ
名
ヲ
付
差

出
金
一
切
請
取
申
間
敷
、
尚
買
得
代
金
内
外
相
違
儀
堅
無
用
可
為
、
惣

而
式
法
相
崩
シ
不
申
様
一
同
連
印
致
候
、
依
而
証
如
件

明
治
二
年
巳
二
月
二
十
八
日

乍
議
事
者
役

年
寄
　
　
　
　
　
長
兵
衛
`

議
事
者
　
　
　
重
郎
兵
衛
`

同
　
　
　
　
　
　
　
卯
八
`

前
役
中
　
　
　
　
　
源
助
`

同
　
　
　
　
　
　
新
兵
衛
`

同
　
　
　
　
　
市
右
衛
門

同
　
　
　
　
　
　
喜
兵
衛
`

金
兵
衛
`

万
助
`

平
兵
衛
`



式
法
帳
と
「
町
」
規
約
│
京
都
二
条
烏
丸
東
玉
屋
町

銅
駝
会
文
書
所
収
史
料
│
（
奥
田
以
在
）

七

（
六
二
四
）

弥
七
`

作
次
郎

代
　
伊
兵
衛

繁
次
郎
`

代
　
　
儀
助

秀
治
郎
`

代

志
津
`

代
　
五
三
郎

善
兵
衛

信
之
助

い
と

正
七

す
美

代
　
安
次
郎り

幾

代

喜
兵
衛

抱
屋
敷

町
中
持
同
二
ヶ
処

壱
軒
役
　
　
　
　
二
条
通
烏
丸
西
入
南
側
一
軒
目

町
中
持
家

壱
軒
役
　
　
　
　
同
二
軒
目
　
家
建
二
軒
ニ
成

廣
瀬
屋
寿
み

壱
軒
役
　
　
　
　
同
三
軒
目
　
表
家
建
四
軒
目
ニ
成

升
屋
作
治
郎

弐
軒
役
　
　
　
　
二
条
通
烏
丸
西
江
入
南
側
四
軒
目

小
西
屋
新
兵
衛

壱
軒
役
　
　
　
　
同
五
軒
目

井
筒
屋
万
助

壱
軒
役
　
　
　
　
同
六
軒
目

吉
野
屋
卯
八

壱
軒
役
　
　
　
　
同
七
軒
目

枡
屋
繁
次
郎

壱
軒
立
家
有
之
両
替
町
二
条
下
ル
丁
支
配
地

東
玉
屋
町
口
明
料
半
季
毎
ニ
百
疋
宛
奥
ニ
記

半
軒
役
　
　
　
　
二
条
通
烏
丸
西
江
入
北
側
一
軒
目
　
　

烏
丸
町
家
建
　
有
之
表
数
二
軒
目
ニ
成

松
屋
喜
兵
衛
抱
屋
鋪

同
　
　
　
　
　
　
同



第
五
六
巻
第
四
号

八

（
六
二
三
）

二
軒
役
　
　
　
　
同
三
軒
目

井
筒
屋
長
兵
衛

壱
軒
役
　
　
　
　
二
条
通
烏
丸
西
江
入
北
側
四
軒
目

松
屋
喜
兵
衛

壱
軒
役
　
　
　
　
五
軒
目

小
西
屋
金
兵
衛

壱
軒
役
　
　
　
　
六
軒
目

小
西
屋
糸
抱
屋
鋪

壱
軒
役
　
　
　
　
七
軒
目
　
両
替
町
角
ニ
成

升
屋
重
郎
兵
衛

壱
軒
役
　
　
　
　
二
条
通
両
替
町
西
北
側
一
軒
目

小
田
原
屋
弥
七

壱
軒
役
　
　
　
　
同
弐
軒
目

薬
屋
平
兵
衛

半
軒
役
　
　
　
　
同
三
軒
目

亀
甲
屋
信
之
助
抱
屋
鋪

一
軒
半
役
　
　
　
二
条
通
両
替
町
西
入
南

（
北
力
）側
四
軒
目

小
田
原
屋
善
兵
衛

壱
軒
役
　
　
　
　
五
軒
目

薬
屋
源
助

壱
軒
役
　
　
　
　
六
軒
目

井
筒
屋
正
七
抱
屋
鋪

外
ニ
半
軒
役
口
明
料
御
差
出
シ
ニ
可
成
候
事

壱
軒
役
　
　
　
　
同
南
側
壱
軒
目

小
西
屋
市
右
衛
門

壱
軒
役
　
　
　
　
二
軒
目

井
筒
屋
り
幾

壱
軒
役
　
　
　
　
三
軒
目

町
中
持
地

壱
軒
役
　
　
　
　
四
軒
目

井
筒
屋
志
津

二
軒
役
　
　
　
　
五
軒
目
よ
り
七
軒
目
迄

守
松
屋
秀
次
郎

合
弐
十
七
軒
役
ニ
相
定
有
之
候

外
ニ
　
半
軒
役
　
　
烏
丸
町
口
明
料
　
井
筒
屋
長
兵
衛
之
出

同
　
　
　
　
室
町
二
条
上
ル
町
同
　
井
筒
屋
正
七
之
出

同

両
替
町
よ
り
之
出
　
沈
香
屋
正
助
之
出

依
御
頼
半
季
毎
ニ
百
疋
宛
ニ
相
定守

松
屋
秀
次
郎



式
法
帳
と
「
町
」
規
約
│
京
都
二
条
烏
丸
東
玉
屋
町

銅
駝
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文
書
所
収
史
料
│
（
奥
田
以
在
）

九

（
六
二
二
）

依
不
勤
半
季
毎
ニ
百
疋
出
　
　
井
筒
屋
利
幾

廣
瀬
屋
す
み

上
京
弐
十
五
番
組

組
町
席
順
記
　
　
　
　
　
　
　
　
寄
合
当
番
○
之
中
ニ
記
ス

室
町
二
条
下
ル
丁

蛸
薬
師
町
　
五

同
押
小
路
下
ル
丁

御
池
ノ
町
　
六

同
姉
小
路
下
ル
丁

役
行
者
町
　
十
七

烏
丸
姉
小
路
下
ル
丁

場
之
町
　
　
十
二

同
御
池
下
ル
丁

虎
屋
町
　
　
廿

新
町
三
条
上
ル
丁

町
頭
町
　
　
廿
一

烏
丸
押
小
路
下
ル
丁

二
条
殿
町
　
十
四

室
町
御
池
下
ル
丁

円
福
寺
町
　
九

衣
棚
三
条
上
ル
丁

突
抜
町
　
　
十
六

二
条
よ
り
三
条
迄

両
替
町
　
　
三
、十
九
、

御
貸
地

廿
二
、廿
三

明
治
二
年

従
巳
二
月
中
旬
　
　
　

中
年
寄
　
志
水
茂
助

至
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

添
　
畑
嘉
兵
衛

明
治
四
未
年
八
月
よ
り
　
　
　
区
長
　
　
畑
嘉
兵
衛

御
池
通
室
町
西
江
入
丁

西
横
町
　
二

当
町 東

玉
屋
町
　
十
五

衣
棚
二
条
下
ル
丁

上
妙
覚
寺
町
　
十
二

新
町
御
池
下
ル
丁

神
明
町
　
八

添
年
寄

中
年
寄

床

烏
丸
二
条
下
ル
丁

秋
野
之
町
　
七

二
条
室
町
西
江
入
丁

大
恩
寺
町
　
一

新
町
押
小
路
下
ル

中
ノ
町
　
十

新
町
二
条
下
ル
丁

頭
町
　
四

衣
棚
ヲ
池
下
ル
丁

長
浜
町
　
十
八

同
押
小
路
下
ル
丁

下
妙
覚
寺
町
　
十
一



第
五
六
巻
第
四
号

一
〇

（
六
二
一
）

副
区
長
　
山
口
仙
之
助

定此
度
尚
亦
改
正
ニ
付
、
町
分
入
目
金
前
條
相
定
候
得
共
、
一
切
請
取
申

間
敷
候
事

明
治
四
未
年
正
月
　
　
　
　
　
前
條
町
中
申
合

明
治
五
年
壬
申
従
八
月
　
　
　
区
長
　
山
口
仙
之
助

副
長
　
小
野
助
二
郎

右
之
通
被
仰
出
候
事

沽
券
号
五
百
十
二
番

上
京
第
廿
八
区
東
玉
屋
町
五
百
十
五
番
地

表
口
三
間
弐
尺
三
寸
六
分
　
　
　
　
近
江
国
蒲
生
郡
市
部
村

裏
巾
三
間
弐
尺
三
寸
六
分
　
　
　

持
主
　
廣
瀬
　
す
美

奥
行
十
壱
間
七
寸

此
坪
数
三
十
七
坪
四
合

沽
券
金
拾
壱
円
廿
弐
銭

明
治
十
年
六
月
廿
四
日
、
右
地
所
壱
ヶ
処
岩
井
幸
七
江
代
金
百
弐
十
円

ニ
而
町
限
ニ
相
成
申
候
、
尤
買
得
ニ
付
左
ニ

売
主
　
　
廣
瀬
　
す
美
`

売
請
人
　
谷
沢
嘉
兵
衛
`

買
主
　
　
岩
井
　
幸
七
`

上
京
第
廿
九
区
仁
王
門
丁

買
請
人
　
中
西
藤
兵
衛
`

吹
挙
人
　
高
谷
　
孫
七

戸
長
　
　
小
谷
五
三
郎

上
京
第
二
拾
八
区
東
玉
屋
町
四
百
九
拾
番
地

表
口
八
間
六
尺
三
寸
五
分

裏
巾
壱
間
三
尺
五
寸

上
京
第
廿
五
区
柳
五
町
目
弐
百
廿
四
番

地
之
内
拾
弐
番
戸
守
山
豊
三
郎
方
同
居

奥
行
六
間
四
尺
五
寸

持
主
　
守
山
太
兵
衛

右
同
町
四
百
九
拾
弐
番
地

表
口
壱
間
半

同

裏
巾
壱
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
持
主
　
右
同
人

奥
行
九
間
四
尺
弐
寸
五
分

右
地
弐
ヶ
所
明
治
十
年
九
月
三
十
日
、
上
京
第
廿
九
区
曇
華
院
前
之
町

前
川
市
兵
衛
江
代
金
拾
三
円
八
拾
三
銭
ニ
而
買
得
相
成
、
尚
右
四
百
九

拾
番
地
ニ
在
之
建
家
三
ヶ
所
代
金
八
拾
六
円
拾
七
銭
ニ
而
同
人
買
得
相



式
法
帳
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町
」
規
約
│
京
都
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烏
丸
東
玉
屋
町

銅
駝
会
文
書
所
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│
（
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田
以
在
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一
一

（
六
二
〇
）

成
候

建
家表

口
弐
間
四
尺
三
寸
　
　
裏
巾

奥
行
弐
間
五
寸

建
坪
五
坪
五
合
三
勺

表
口
弐
間
四
尺
三
寸
　
　
裏
巾

奥
行
弐
間
五
寸

建
坪
五
坪
五
合
三
勺

表
口
三
間
四
尺
四
寸
　
　
裏
巾

奥
行
三
間
弐
尺

建
坪
十
二
坪
壱
合
六
勺

右
之
通
地
所
・
建
家
共
守
山
太
兵
衛
よ
り
前
川
市
兵
衛
江
売
渡
有
之

付
、
町
中
立
会
取
引
相
済
、
依
而
捺
印
左
之
通
リ

明
治
十
年
九
月
三
十
日

売
主
　
守
山
太
兵
衛
`

買
主
　
前
川
市
兵
衛
`

上
京
第
廿
三
区
亀
屋
町

売
請
人
　
永
井
太
郎
右
衛
門
`

買
請
人
　
早
田
　
平
助
`

戸
長
　
小
谷
五
三
郎

上
京
第
廿
八
区
東
玉
屋
町
南
側
五
百
拾
六
番
地

表
口
弐
間
四
尺
八
寸

裏
巾
四
間
壱
尺
八
寸
五
分
　
　
　
　
　
　
持
主
　
小
西
　
源
助
`

奥
行
拾
間
六
尺
三
寸

此
坪
三
拾
弐
坪
六
合

右
之
地
壱
ヶ
所
明
治
十
年
十
一
月
、
同
区
秋
野
之
町
小
野
伊
兵
衛
江
代

金
九
円
七
拾
八
銭
ニ
而
買
得
、
就
而
者
右
地
所
ニ
在
之
建
家
・
物
置
代

金
八
拾
弐
円
七
拾
弐
銭
ニ
テ
同
断
買
得
相
成
候

建
家
壱
ヶ
所

表
口
壱
間
三
尺
八
寸

奥
行
壱
間
四
尺
五
寸

此
坪
弐
坪
六
合
八
勺

物
置
壱
ヶ
所

表
口
弐
間
壱
尺
七
寸

奥
行
壱
間
六
尺

此
坪
弐
坪
四
合
七
勺

右
之
通
地
所
壱
ヶ
所
・
建
家
壱
ヶ
所
・
物
置
壱
ヶ
所
共
、
小
西
源
助
よ

り
小
野
伊
兵
衛
江
売
渡
候
ニ
付
、
町
中
立
会
之
上
取
引
相
済
、
依
而
証

印
左
之
通
リ



第
五
六
巻
第
四
号

一
二

（
六
一
九
）

明
治
十
年
十
一
月

売
主
　
小
西
　
源
助
`

売
渡
請
人
　
小
西
金
兵
衛
`

買
主
　
小
野
伊
兵
衛
`

上
京
区
第
廿
九
区
観
音
町

買
請
人
　
小
野
　
文
助
`

戸
長
　
小
谷
五
三
郎

上
京
区
第
弐
拾
八
区
東
玉
屋
町
南
側
四
百
九
拾
八
番
地

表
口
三
間
七
寸

裏
巾
五
間
五
寸
五
分
　
　

持
主
　
小
谷
　
志
津

奥
行
八
間
弐
尺
弐
寸

此
坪
数
　
三
十
壱
坪
弐
合

沽
券
金
九
円
三
拾
六
銭

右
地
所
壱
ヶ
所
明
治
十
一
年
三
月
七
日
、
同
区
同
町
山
村
太
七
江
代
金

九
円
三
拾
六
銭
ヲ
以
買
得
相
成
候
、
右
之
通
小
谷
志
津
ヨ
リ
山
村
太
七

江
売
渡
候
ニ
付
、
町
中
立
会
検
見
受
渡
シ
相
済
、
依
而
証
印
左
之
通

明
治
十
一
年
三
月

売
主
　
小
谷
　
志
津
`

同
区
秋
野
之
町

売
請
人
　
谷
田
孫
兵
衛
`

買
主
　
山
村
　
太
七
`

上
京
第
廿
四
区
蒔
絵
屋
町

買
請
人
　
上
羽
　
ち
加
`

戸
長
　
小
谷
五
三
郎

上
京
第
弐
拾
八
区
東
玉
屋
町
南
側
四
百
九
拾
八
番
地
之
内

巽
之
方
ニ
而

東
西
弐
間
三
尺
五
寸
　
　
　
　
　
　
　

持
主
　
山
村
　
太
七

南
北
二
間
半

此
坪
数
　
六
坪
三
合
「
（
貼
紙
）明
治
十
一
年
七
月
書
替
願
六
坪
三
合
七

勺
」

御
券
金
壱
円
八
拾
九
銭
也
「
（
貼
紙
）明
治
十
一
年
七
月
書
替
願
金
壱
円

九
拾
壱
銭
壱
厘
」

右
地
所
明
治
第
十
一
年
三
月
七
日
、
同
区
同
町
小
西
市
兵
衛
江
代
金
壱

円
八
拾
九
銭
ヲ
以
売
（
マ
マ
）得
相
成
候
、
右
之
通
山
村
多
七
よ
り
小
西
市
兵
衛

江
売
渡
候
ニ
附
、
町
中
立
会
検
見
受
渡
シ
相
済
、
依
而
証
印
左
之
通
無

相
違
之
候
、
以
上

明
治
第
十
一
年
戊
寅
三
月
七
日



式
法
帳
と
「
町
」
規
約
│
京
都
二
条
烏
丸
東
玉
屋
町

銅
駝
会
文
書
所
収
史
料
│
（
奥
田
以
在
）

一
三

（
六
一
八
）

売
主
　
山
村
　
太
七
`

売
受
人
　
上
羽
　
千
嘉
`

買
主
　
小
西
市
兵
衛
`

買
受
人
　
小
西
金
兵
衛
`

地
所
建
物
売
渡
之
証

一
　
金
弐
百
九
拾
円
也

内
訳金

拾
七
円
六
拾
四
銭

上
京
区
第
廿
八
組
東
玉
屋
町
四
百
九
十
八
番
地

宅
地
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
ヶ
所

此
坪
数
　
四
拾
七
坪
六
合
七
勺

地
価
金
　
拾
七
円
六
十
四
銭

右
金
弐
百
七
拾
弐
円
三
拾
六
銭

右
地
所
ニ
建
設
有
之
廿
番
戸

建
家
　
　
　
　
　
　
　
　
三
棟

此
建
坪
弐
拾
五
坪
八
合
九
勺

内
　
廿
弐
坪
八
合
九
勺
二
階
建

三
坪
　
　
　
　
　
平
家
建

土
蔵
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
ヶ
所

此
建
坪
五
坪

但
シ
　
三
階
建

建
坪
合
計
　
三
拾
坪
八
合
九
勺

但
シ
別
紙
墨
引
絵
図
面
之
通
リ

瓦
葺
木
造
釘
付
造
作
有
姿
之
侭
一
式

右

右
之
地
所
并
建
物
ト
モ
是
迄
拙
者
所
有
之
処
、
今
般
其
許
殿
江
売
渡
シ

該
代
金
前
書
之
通
正
ニ
受
取
申
候
処
確
実
也
、
然
ル
上
ハ
右
地
所
・
建

家
売
渡
し
候
ニ
付
、
親
類
縁
者
其
他
地
境
故
障
等
毫
モ
無
之
、
自
然
彼

是
申
出
候
者
有
之
節
ハ
、
速
ニ
埒
明
ケ
其
許
殿
江
聊
迷
惑
相
掛
ケ
申
間

敷
候
、
為
後
日
地
所
建
物
売
渡
証
書
如
件

明
治
廿
年
十
二
月
十
四
日

上
京
区
第
廿
八
組
東
玉
屋
町
廿
番
戸
平
民

売
渡
人
　
小
西
金
兵
衛

「
（
抹
消
）同
区
同
組
同
町
廿
四
番
戸
平
民

証
人
　
小
西
　
米
助
」

河
合
久
兵
衛
殿

右
之
通
町
中
立
会
帳
切
無
滞
相
済
、
依
テ
証
印
左
之
通
リ

明
治
廿
年
十
二
月
十
四
日



第
五
六
巻
第
四
号

一
四

（
六
一
七
）

売
渡
人
　
小
西
金
兵
衛
`

売
受
人
　
小
西
　
米
助
`

買
主
　
河
合
久
兵
衛
`

買
受
人
　
掛
見
　
繁
松
`

吹
挙
人
　
森

平
三
郎
`

地
所
売
渡
之
証

一
　
金
拾
円
八
拾
三
銭
也

上
京
区
第
廿
八
組
東
玉
屋
町
四
百
九
拾
番
地

宅
地
　
　
　
　
　
　
壱
ヶ
所

此
坪
数
廿
九
坪
弐
合
七
勺

地
価
金
拾
円
八
十
三
銭

右
之
地
所
是
迄
拙
者
所
在
之
処
、
今
般
其
許
殿
ヘ
売
渡
之
該
代
金
前
書

之
通
リ
正
ニ
受
取
申
候
処
確
実
也
、
然
ル
上
ハ
右
地
所
ニ
対
シ
親
族
縁

者
其
他
地
境
故
障
等
毫
ト
モ
無
之
、
自
然
彼
是
申
出
候
者
有
之
節
者
、

速
ニ
埒
明
ケ
可
申
候
、
為
後
日
地
所
売
渡
証
書
依
テ
如
件

明
治
廿
年
十
二
月
十
四
日上

京
区
第
廿
八
組
東
玉
屋
町
八
番
戸

売
渡
人
　
山
村
　
多
七

山
村
善
助
殿

右
之
通
リ
町
中
立
会
帳
切
無
滞
相
済
、
依
テ
証
印
左
之
通
リ

上
京
区
第
廿
八
組
東
玉
屋
町

売
渡
人
　
山
村
　
多
七
`

同
区
同
組
大
恩
寺
町

売
受
人
　
上
羽
　
新
七
`

買
主
　
山
村
　
善
助
`

買
受
人
　
半
井
　
万
助
`

吹
挙
人
　
森
　
平
三
郎
`

地
所
并
ニ
建
家
売
渡
証

上
京
区
第
廿
八
組
東
玉
屋
町
四
百
九
拾
八
番
地

一
　
宅
地
　
四
拾
七
坪
六
合
七
勺

地
価
金
拾
七
円
六
十
四
銭

右
地
所
ニ
建
設
有
之
第
廿
番
戸

一
　
建
家
　
三
棟

此
建
坪
数
　
弐
拾
五
坪
八
合
九
勺

内
弐
拾
弐
坪
八
合
九
勺
　
二
階
建

三
坪
　
　
　
　
　
　
　
平
屋
建

土
蔵
　
壱
ヶ
所

此
建
坪
数
　
五
坪



式
法
帳
と
「
町
」
規
約
│
京
都
二
条
烏
丸
東
玉
屋
町

銅
駝
会
文
書
所
収
史
料
│
（
奥
田
以
在
）

一
五

（
六
一
六
）

但
シ
三
階
建

但
シ
右
建
物
ニ
附
属
ス
ル
造
作
釘
打
も
の
、
其
他
悉
皆
有

姿
之
侭

右
売
渡
代
金
弐
百
九
拾
円
也

右
之
地
所
・
建
も
の
共
是
迄
拙
者
所
有
之
処
、
今
般
其
許
殿
江
該
代
金

前
書
之
通
リ
正
ニ
受
取
申
候
処
確
実
也
、
最
右
地
所
・
建
物
売
渡
ニ
付
、

親
類
縁
者
其
他
地
境
之
故
障
等
毫
モ
無
之
、
自
然
彼
是
申
出
候
者
有
之

候
共
、
速
ニ
埒
明
其
殿
江
聊
御
迷
惑
相
掛
申
間
敷
候
、
為
後
日
建
物
地

所
売
渡
証
依
テ
如
件

明
治
廿
一
年
三
月
十
四
日

上
京
区
第
廿
八
組
大
恩
寺
町
廿
五
番
戸

売
渡
人
　
河
合
久
兵
衛

上
京
区
第
廿
四
組
夷
町
十
六
番
戸

岩
井
幸
七
殿

右
之
通
リ
町
中
立
会
帳
切
無
滞
相
済
、
依
テ
証
印
左
之
通
リ

売
渡
人
　
河
合
久
兵
衛
`

売
受
人
　
掛
見
　
繁
松
`

買
主
　
岩
井
　
幸
七
`

買
受
人
　
谷
沢
嘉
兵
衛
`

吹
挙
人
　
森
平
　
三
郎
`

地
所
建
物
売
渡
証

上
京
区
第
廿
八
組
東
玉
屋
町
五
百
五
番
地

一
　
宅
地
四
拾
九
坪
五
合
九
勺

地
価
金
　
拾
八
円
三
拾
五
銭

此
売
代
金
　
拾
八
円
三
拾
五
銭

右
地
所
ニ
有
之

一
　
建
物
　
五
棟

此
建
坪
数
　
三
拾
坪
五
合

但
シ
天
井
敷
鴨
居
床
扱
椽
側
雨
戸
ノ
廻
リ
敷
石
類
、
総
テ

造
作
悉
皆
有
姿
之
侭

此
売
代
金
　
四
百
六
拾
壱
円
六
十
五
銭

売
代
金
合
計
金
　
四
百
八
拾
円
也

右
之
地
所
・
建
物
共
我
等
所
有
之
処
、
今
般
其
許
殿
江
売
渡
し
該
代
金

前
書
之
通
正
ニ
受
取
申
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
ハ
右
売
渡
ニ
付
、
親
類

其
他
何
方
ヨ
リ
も
故
障
等
申
出
候
者
一
切
無
之
候
、
為
後
日
売
渡
証
書

依
テ
如
件明

治
廿
一
年
四
月
廿
一
日

下
京
区
第
三
組
七
観
音
町

小
谷
五
三
郎
`



第
五
六
巻
第
四
号

一
六

（
六
一
五
）

谷
田
孫
兵
衛
殿

右
之
通
町
中
立
会
帳
切
無
滞
相
済
、
依
テ
証
印
左
之
通
リ

明
治
廿
一
年
五
月
七
日

売
渡
人
　
小
谷
五
三
郎
`

売
受
人
　
小
谷
忠
兵
衛
`

買
主
　
谷
田
孫
兵
衛
`

買
受
人
　
小
谷
忠
兵
衛
`

吹
挙
人
　
森
　
平
三
郎
`

地
所
建
物
売
渡
証

京
都
市
上
京
区
二
條
通
室
町
東
入
東
玉
屋
町
第
四
百
八
拾
三
番
地

一
　
宅
地
　
三
拾
八
坪
五
合
八
勺

地
価
金
　
九
円
六
十
四
銭
五
厘

右
地
所
建
物
有
之

一
　
建
物
　
三
棟

此
建
坪
数
　
拾
三
坪

但
シ
平
家
建
右
建
物
ニ
附
属
ス
ル
造
作
釘
打
も
の
其
他

悉
皆
有
姿
之
侭

右
売
渡
代
金
八
拾
円
也

右
之
地
所
・
建
物
共
是
迄
拙
者
所
有
之
処
、
今
般
其
許
殿
江
売
渡
し
該

代
金
前
書
之
通
正
ニ
受
取
申
候
処
確
実
也
、
最
右
地
所
・
建
物
ト
モ
売

渡
ニ
付
、
親
族
縁
者
其
他
地
境
之
故
障
等
毫
モ
無
之
、
自
然
彼
是
申
出

候
者
在
之
候
共
、
速
ニ
埒
明
ヶ
其
許
殿
江
聊
御
迷
惑
相
掛
ケ
申
間
敷
候
、

為
後
日
地
所
建
物
売
渡
証
書
如
件

明
治
廿
二
年
十
月
十
二
日

京
都
市
上
京
区
東
洞
院
通
三
條
上
ル
曇
華
院
前
町

前
川
市
兵
衛

京
都
市
上
京
区
二
條
通
室
町
東
入
東
玉
屋
町

木
村
喜
助
殿

地
所
建
物
売
渡
証

京
都
市
上
京
区
二
條
通
室
町
東
入
東
玉
屋
町
第
四
百
八
十
三
番
地
之
内
一

一
　
宅
地
拾
五
坪
四
合
六
勺

地
価
金
　
三
円
八
十
六
銭

右
地
所
ニ
建
設
有
之

一
　
建
物
　
壱
棟

此
建
坪
数
十
四
坪
三
合
三
勺

但
二
階
建
、
右
建
物
ニ
附
属
ス
ル
造
作
釘
打
物
其
他
悉

皆
有
姿
之
侭

右
売
渡
代
金
六
拾
円
也



式
法
帳
と
「
町
」
規
約
│
京
都
二
条
烏
丸
東
玉
屋
町

銅
駝
会
文
書
所
収
史
料
│
（
奥
田
以
在
）

一
七

（
六
一
四
）

右
之
地
所
・
建
物
共
是
迄
拙
者
所
有
之
処
、
今
般
其
許
殿
江
売
渡
し
該

代
金
前
書
之
通
リ
正
ニ
受
取
申
候
処
確
実
也
、
最
右
地
所
・
建
物
ト
モ

売
渡
ニ
付
親
族
縁
者
其
他
地
境
之
故
障
等
毫
モ
無
之
、
自
然
彼
是
申
出

候
者
在
之
候
共
、
速
ニ
埒
明
ケ
其
許
殿
ヘ
聊
御
迷
惑
相
掛
ケ
申
間
敷
候
、

為
後
日
之
地
所
売
渡
証
書
依
テ
如
件

明
治
廿
二
年
十
月
十
二
日

京
都
市
上
京
区
東
洞
院
通
三
條
上
ル
曇
華
院
前
町

前
川
市
兵
衛
`

京
都
市
上
京
区
二
條
通
室
町
東
入
東
玉
屋
町

早
川
万
次
郎
殿

右
之
通
町
中
立
会
帳
切
無
滞
相
済
、
依
テ
証
印
左
之
通
リ

明
治
廿
二
年
十
月
十
二
日

売
渡
人
　
前
川
市
兵
衛
`

売
受
人
　
半
井
　
万
助
`

買
主
　
木
村
　
喜
助
`

買
受
人
　
﹇
（
空
白
）

﹈

買
主
　
早
川
万
次
郎
`

吹
挙

買
受
人
　
森
　
平
三
郎
`

地
所
建
物
売
渡
証

上
京
区
第
廿
八
組
東
玉
屋
町
五
百
六
番
地

一
　
宅
地
　
拾
九
坪
九
合
五
勺

地
価
金
　
三
円
九
拾
九
銭

右
地
所
ニ
有
之

一
　
建
物
　
弐
棟

此
建
坪
数
　
拾
坪
七
合
五
勺

但
右
建
物
ニ
附
属
ス
ル
造
作
釘
打
物
其
他
悉
皆
有
姿
之
侭

右
売
渡
代
金
八
拾
五
円
也

右
者
是
迄
町
中
所
有
之
処
、
今
般
其
許
殿
江
売
渡
シ
該
代
金
前
書
之
通

正
ニ
受
取
申
候
処
確
実
也
、
然
ル
上
者
右
地
所
・
建
物
ニ
対
シ
他
ヨ
リ

故
障
等
毫
モ
無
之
候
、
為
後
日
地
所
建
物
売
渡
証
仍
而
如
件

明
治
廿
二
年
一
月
廿
九
日

上
京
区
第
廿
八
組
東
玉
屋
町

売
主
　
町
中
持

右
同
町
廿
壱
番
戸

半
井
　
万
助

右
同
町
十
八
番
戸

加
藤
儀
兵
衛



第
五
六
巻
第
四
号

一
八

（
六
一
三
）

右
同
町
拾
六
番
戸

梅
村
重
郎
兵
衛
`

右
同
町
拾
三
番
戸

小
西
市
兵
衛

右
同
町
拾
弐
番
戸

浅
井
平
兵
衛

右
同
町
拾
壱
番
戸

（
マ
マ
）

部
理
代
人

山
村
　
善
助

森
平
三
郎
殿

右
者
町
中
ヨ
リ
森
氏
江
依
頼
致
仮
買
得
ス
ル

明
治
廿
三
年
二
月
元
直
段
ニ
テ
小
林
氏
ヘ
売
渡
ス
事

地
所
建
物
売
証
書

京
都
市
上
京
区
二
條
通
烏
丸
西
入
東
玉
屋
町
五
百
六
番
地

一
　
宅
地
　
拾
九
坪
九
合
五
勺

地
価
　
金
三
円
九
拾
九
銭

右
地
処
ニ
在
之

一
　
建
物
　
弐
棟
　
但
シ
造
作
附

建
物
ニ
附
随
ス
ル
必
要
之
物
件
ハ
有
姿
ノ
侭

地
所
代
価
　
金
四
円
也

建
物
代
価
　
金
九
拾
壱
円
也

合
計
　
金
九
拾
五
円
也

右
者
今
般
貴
殿
江
書
面
代
金
ニ
テ
正
ニ
売
渡
シ
、
其
金
額
慥
ニ
受
取
候
処

実
正
也
、
尤
モ
他
ニ
故
障
無
之
候
條
依
テ
地
所
建
物
売
渡
し
証
書
如
件

明
治
廿
三
年

京
都
市
上
京
区
二
条
通
烏
丸
西
入
東
玉
屋
町
廿
七
番
戸

売
主
　
森
　
平
三
郎
`

売
受
人
　
梅
村
重
郎
兵
衛
`

買
主
　
小
林
元
七
殿

地
所
建
物
売
渡
証

京
都
市
上
京
区
二
条
通
烏
丸
西
入
東
玉
屋
町
第
五
百
五
番
地

一
　
宅
地
　
四
拾
九
坪
五
合
九
勺

地
価
金
拾
八
円
三
拾
五
銭

右
同
地
上
ニ
建
設
有
之

一
　
建
物
　
三
棟

土
蔵
　
壱
ヶ
所

此
建
坪
数
　
弐
拾
九
坪
五
合

木
造
瓦
葺

但
シ
右
建
家
ニ
附
属
ス
ル
天
井
敷
居
鴨
居
庇
床
ノ



式
法
帳
と
「
町
」
規
約
│
京
都
二
条
烏
丸
東
玉
屋
町

銅
駝
会
文
書
所
収
史
料
│
（
奥
田
以
在
）

一
九

（
六
一
二
）

椽
板
井
戸
井
筒
総
テ
造
作
物
不
残
、
其
他
釘
打
物
一
式

悉
皆
有
姿
ノ
侭

右
売
渡
　
代
金
四
百
八
拾
円
也

右
之
地
所
・
建
物
ト
モ
拙
者
所
有
之
処
、
今
般
其
許
殿
江
売
渡
之
該
代

金
前
書
之
通
リ
正
ニ
受
取
申
候
処
確
実
也
、
然
ル
上
者
右
地
所
・
建
物

売
渡
し
ニ
付
、
親
族
縁
者
其
他
地
境
ノ
故
障
等
毫
モ
無
之
、
自
然
彼
是

申
出
候
者
在
之
候
共
、
速
ニ
埒
明
ケ
其
許
殿
江
聊
御
迷
惑
相
懸
ケ
申
間

敷
候
、
為
後
日
地
所
建
売
渡
証
書
依
而
如
件

明
治
廿
三
年
八
月
十
二
日

京
都
市
上
京
区
烏
丸
通
二
条
下
ル
秋
野
之
町
十
一
番
戸

売
主
　
谷
田
ア
サ
`

京
都
市
上
京
区
室
町
通
二
條
上
ル
冷
泉
町
弐
拾
番
戸

川
口
寅
蔵
殿

家
附
品
売
渡
証

京
都
市
二
條
通
烏
丸
西
入
東
玉
屋
町
廿
五
番
戸

一
　
畳
建
具
其
他
都
テ
有
姿
ノ
現
在
品
不
残

但
シ
今
般
登
記
ニ
係
ル
本
紙
証
書
之
分
除
ク
之
外
悉
皆

右
売
渡

代
金
　
五
拾
円
也

右
之
品
々
是
迄
拙
者
所
有
之
処
、
今
般
其
許
殿
江
売
渡
該
代
金
前
書
之

通
正
ニ
受
取
申
候
処
確
実
也
、
最
品
々
売
渡
候
ニ
付
、
他
よ
り
違
乱
ケ

間
敷
申
者
毫
モ
無
之
候
、
為
後
日
家
附
品
売
渡
証
書
依
テ
如
件

明
治
廿
三
年
八
月
十
二
日

京
都
市
上
京
区
烏
丸
通
二
条
下
ル
秋
野
ノ
町
拾
壱
番
戸

売
主
　
谷
田
　
ア
サ
`

京
都
市
上
京
区
室
町
通
二
条
上
ル
冷
泉
町
廿
番
戸

川
口
寅
蔵
殿

右
之
通
町
中
立
会
帳
切
無
滞
相
済
、
依
テ
調
印
左
之
通
リ

売
渡
人
　
谷
田
　
ア
サ
`

売
受
人
　
同
　
　
喜
助
`

買
主

川
口
　
寅
蔵
`

買
受
人
　
清
水
勝
次
郎
`

地
所
売
渡
之
扣

京
都
市
上
京
区
二
條
通
烏
丸
西
入
東
玉
屋
町
五
百
弐
番
地
并
ニ
五
百
四

番
地
、
右
弐
ヶ
所
建
物
有
姿
之
侭
此
般
半
井
安
兵
衛
江
売
渡
候
也

明
治
廿
四
年
十
月
三
十
日

売
主
　
殿
村
長
兵
衛
`
（
書
印
）



第
五
六
巻
第
四
号

二
〇

（
六
一
一
）

地
所
建
物
売
渡
之
扣

京
都
市
上
京
区
二
條
通
烏
丸
西
入
東
玉
屋
町
四
百
九
拾
一
番
地
、
右
地

所
ニ
在
之
建
物
有
姿
之
侭
、
此
般
平
岩
市
次
郎
方
ヘ
売
渡
候
也

明
治
廿
五
年
五
月

売
主
　
高
谷
　
婦
く
`
（
書
印
）

地
所
建
家
売
渡
シ
書
之
扣

京
都
市
上
京
区
二
條
通
両
替
町
西
入
東
玉
屋
町
四
百
九
拾
一
番
地

一
　
宅
地
三
拾
九
坪
三
合
八
勺
　
所
有
主

平
岩
市
次
郎

地
価
金
　
拾
四
円
五
拾
七
銭
也

一
　
建
物
　
三
棟
　
并
ニ
土
蔵
壱
棟
総
テ
附
属
品
在
姿
侭
、

右
売
渡
之
代
金
弐
百
八
拾
円
也

右
之
通
町
中
立
会
帳
切
無
滞
相
済
、
依
テ
調
印
左
之
通
リ

明
治
廿
五
年
六
月
九
日

売
渡
人
　
平
岩
市
次
郎
`
（
書
印
）

買
主
　
上
羽
　
新
七
`

買
受
人
　
山
村
　
善
助
`

吹
挙
人
　
森
　
平
三
郎

地
所
買
得
之
扣

御
届
書

京
都
市
二
條
通
室
町
東
入
東
玉
屋
町
四
百
八
拾
弐
番
地

一
　
宅
地
　
七
坪
四
合
七
勺

此
地
価
金
　
壱
円
四
拾
九
銭

買
代
価
金
拾
円
也

右
之
通
登
記
簿
第
四
号
ニ
在
之
、
前
記
之
通
園
万
次
郎
殿
ヨ
リ
今
般
拙

者
方
ヘ
買
受
候
間
、
此
段
御
届
奉
申
上
候
也

明
治
廿
五
年
十
月
拾
日

上
京
区
二
條
通
室
町
南
入
蛸
薬
師
町
第
壱
番
戸
平
民

買
主
　
高
木

幸
助

右
之
通
町
中
立
会
帳
切
無
滞
相
済
、
依
テ
調
印
左
ニ

買
主
　
高
木
　
幸
助

吹
挙
人
　
森
　
平
三
郎

地
所
建
物
売
渡
証
書

京
都
市
上
京
区
二
條
通
両
替
町
西
入
東
玉
屋
町
四
百
八
拾
六
番
地

一
　
宅
地
　
四
拾
壱
坪
八
合
五
勺

地
価
金
　
拾
五
円
四
拾
八
銭

右
地
所
ニ
建
設
在
之

一
　
建
物
　
弐
棟



式
法
帳
と
「
町
」
規
約
│
京
都
二
条
烏
丸
東
玉
屋
町

銅
駝
会
文
書
所
収
史
料
│
（
奥
田
以
在
）

二
一

（
六
一
〇
）

但
シ
従
来
よ
り
悉
皆
有
姿
之
侭

此
売
価
金

﹇（
空
白
）

﹈

右
之
地
所
・
建
物
共
拙
者
所
在
之
処
、
今
般
前
書
之
金
額
ヲ
以
テ
貴
殿

ヘ
悉
皆
売
渡
、
代
金
正
ニ
受
取
申
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
者
右
物
件
造

作
品
ニ
対
シ
、
後
日
親
族
ハ
勿
論
其
他
ヨ
リ
聊
故
障
等
申
出
ル
者
一
切

無
之
ニ
付
、
地
所
建
物
造
作
付
売
渡
し
証
、
為
後
日
依
テ
如
件

明
治
廿
六
年
三
月
二
日

売
渡
人
　
小
谷
忠
兵
衛

西
村
吉
右
衛
門
殿

右
之
通
町
中
立
会
帳
切
無
滞
相
済
候
也

明
治
廿
二
年
三
月
七
日

売
渡
人
　
小
谷
忠
兵
衛
`

買
主
　
西
村
吉
右
衛
門
`

吹
挙
人
　
森
　
平
三
郎
`

地
所
建
物
売
渡
証
之
扣

一
　
京
都
市
上
京
区
二
條
通
室
町
東
江
入
東
玉
屋
町
四
百
八
拾
四
番
地

一
　
宅
地
　
三
拾
九
坪
八
勺

外
　
弐
坪
弐
合
三
勺
　
悪
水
抜

右
地
ニ
ア
ル

一
建
物
参
棟
　
造
作
付

右
売
買
代
金
四
百
円
也

右
拙
者
所
有
ノ
物
件
、
今
般
貴
殿
ヘ
前
記
代
金
四
百
円
也
ヲ
以
売
渡
、

該
代
金
ハ
正
ニ
請
取
申
候
、
尤
モ
該
物
件
ハ
目
下
山
村
以
代
ト
ナ
シ
タ

ル
外
何
等
ノ
権
利
ヲ
モ
設
定
シ
タ
ル
事
ナ
ク
、
毫
モ
故
障
無
之
候
、
為

後
日
売
渡
証
依
テ
如
件

明
治
廿
六
年
十
月

京
都
市
上
京
区
室
町
二
条
上
ル
冷
泉
町
廿
一
番
戸
内
二
号

売
主
　
喜
代
田
ア
イ
`
（
書
印
）

高
木
幸
助
殿

右
之
通
町
中
立
会
帳
切
相
済
候
也

売
主
　
喜
代
田
ア
イ

買
主
　
高
木
　
幸
助
`

地
所
建
物
売
渡
証

京
都
市
上
京
区
二
條
通
烏
丸
西
入
東
玉
屋
町
五
百
弐
番
地

一
　
宅
地
六
拾
四
坪
八
合
弐
勺

地
価
金
弐
拾
参
円
九
拾
八
銭

外
ニ
四
合
八
勺
　
悪
水
抜

同
市
同
区
同
町
五
百
四
番
地



第
五
六
巻
第
四
号

二
二

（
六
〇
九
）

一
　
宅
地
八
坪
五
合
壱
勺

地
価
金
壱
円
七
拾
銭

右
弐
ヶ
所
ニ
有
之

一
　
建
物
　
五
棟

但
天
井
敷
居
鴨
居
庇
床
板
椽
側
根
石
葛
石
井
戸
廻
リ
表

裏
戸
締
共
、
総
テ
造
作
有
姿
之
侭

此
売
代
金
　
壱
千
参
拾
五
円
也

右
之
地
所
・
建
物
者
拙
者
所
有
之
処
、
今
般
其
許
殿
江
前
記
代
価
ヲ
以

売
渡
、
代
金
正
ニ
受
取
候
処
確
実
也
、
然
ル
上
者
向
後
其
許
殿
御
所
有

可
為
者
勿
論
、
該
地
所
・
建
物
ニ
対
シ
地
境
及
親
族
其
他
之
故
障
毫
モ

無
之
、
万
一
彼
是
苦
情
等
申
出
候
者
在
之
候
節
者
、
拙
者
引
受
ケ
埒
明

致
聊
御
迷
惑
相
懸
ケ
申
間
敷
候
、
為
後
日
地
所
建
物
売
渡
証
依
テ
如
件

明
治
廿
八
年
六
月
廿
五
日

京
都
市
上
京
区
二
條
通
室
町
西
江
入
大
恩
寺
町
三
拾
壱
番
戸

売
渡
人
　
半
井
安
兵
衛
`
（
書
印
）

百
木
伊
之
助
殿

右
之
通
町
中
立
会
帳
切
相
済
候
也

売
主
　
半
井
安
兵
衛

買
主
　
百
木
伊
之
助
`

地
所
建
物
売
渡
証

京
都
市
上
京
区
二
條
通
烏
丸
西
入
東
玉
屋
町
四
百
九
拾
六
番
地

宅
地
四
拾
弐
坪
三
合
四
勺
、
外
ニ
悪
水
抜
八
合
六
勺

同
市
同
区
両
替
町
通
二
條
上
ル
北
小
路
町
百
壱
番
地

宅
地
拾
八
坪
八
合
八
勺

右
両
地
ニ
建
設
在
之

建
物
　
四
棟

高
塀
延
長
　
弐
間

但
シ
造
作
天
井
庇
敷
居
鴨
居
床
板
木
椽
板
表
裏
戸
締
雨
戸
廻

リ
戸
袋
根
石
葛
石
井
戸
井
筒
、
其
他
釘
付
物
不
残
、
庭
樹
庭

石
畳
建
具
悉
皆
在
姿
之
侭

此
売
代
金
　
七
百
七
拾
円
也

右
之
地
所
・
建
物
拙
者
所
在
之
処
、
今
般
前
記
代
価
ヲ
以
其
許
殿
ヱ
売

渡
シ
之
代
金
正
ニ
受
取
申
候
処
確
実
也
、
然
ル
上
者
向
後
其
許
殿
御
所

在
可
為
者
勿
論
、
該
地
所
・
建
物
ニ
対
シ
地
境
及
親
族
其
他
之
故
障
毫

モ
無
之
、
万
一
彼
是
苦
情
申
立
候
者
在
之
候
得
者
、
拙
者
埒
明
ケ
聊
御

迷
惑
相
懸
ケ
申
間
敷
候
、
為
後
日
地
所
建
物
売
渡
証
書
依
テ
如
件

明
治
廿
九
年
二
月
廿
四
日

京
都
市
上
京
区
二
条
通
烏
丸
西
入
東
玉
屋
町
拾
八
番
戸

売
渡
人
　
加
藤
彦
太
郎
`
（
書
印
）



式
法
帳
と
「
町
」
規
約
│
京
都
二
条
烏
丸
東
玉
屋
町

銅
駝
会
文
書
所
収
史
料
│
（
奥
田
以
在
）

二
三

（
六
〇
八
）

同
町
同
戸

証
人
　
加
藤
儀
兵
衛
`
（
書
印
）

早
川
万
次
郎
殿

右
之
通
町
中
立
会
帳
切
相
済
候
也

売
主
　
加
藤
彦
太
郎

買
主
　
早
川
万
次
郎
`

「
（
裏
表
紙
）

東
玉
屋
町
」

二
　
「
町
」
規
約

「
（
表
紙
）

明
治
廿
八
年
十
二
月

東
玉
屋
町
々
則

明
治
丗
年
十
一
月
廿
八
日
限
廃
ス
」

東
玉
屋
町
々
則

第
一
條
　
今
般
当
町
内
町
則
ヲ
定
ム
ル
事
、
左
ノ
如
シ

第
二
條
　
役
員
三
名
ヲ
置
ク

町
総
代
　
　
　
　
壱
名

町
幹
事
　
　
　
　
壱
名

町
副
幹
事
　
　
　
壱
名

第
三
條
　
役
員
ハ
町
内
一
切
ノ
事
務
ヲ
総
理
セ
シ
ム

第
四
條
　
役
員
ノ
任
期
ハ
一
ヶ
年
ト
シ
、
総
会
ノ
席
ニ
於
テ
投
票
ヲ

以
テ
撰
挙
ス

一
　
撰
挙
ハ
撰
挙
法
ノ
例
ニ
由
ル

二
　
再
撰
ス
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ

第
五
條
　
集
会
ハ
総
会
・
臨
時
会
ノ
二
種
ト
ス

総
会
ハ
毎
年
一
月
是
ヲ
開
ク

第
六
條
　
新
年
宴
会
ハ
毎
年
一
月
是
ヲ
開
ク

第
七
條
　
町
総
代
ノ
報
酬
ハ
、
当
町
内
現
住
ノ
家
持
ヨ
リ
賦
課
出
金
ス

第
八
條
　
披
露
料
ヲ
定
ム
ル
、
左
ノ
如
シ

一
　
買
得
ノ
際
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
金
五
円

帳
切
餅

二
　
戸
主
譲
リ
替
　
　
　
　
　
　
　
　
金
壱
円

三
　
拾
五
歳
以
上
ノ
男
女
貰
受
ノ
際
ハ
　
壱
円

四
　
男
子
及
女
子
拾
五
歳
未
満
ヲ
貰
受
ノ
際
　
金
五
拾
銭

五
　
戸
主
及
戸
主
譲
リ
渡
ノ
後
、
還
暦
者
及
ヒ
是
ニ
相
当

ノ
祝
賀
　
金
壱
円

但
シ
、
家
族
及
附
籍
者
等
ニ
テ
、
還
暦
及
是
ニ
相
当

ノ
祝
賀
ハ
随
意
タ
ル
ヘ
シ



第
五
六
巻
第
四
号

二
四

（
六
〇
七
）

第
九
條
　
当
町
内
ニ
入
営
者
在
之
ハ
、
町
中
相
互
ニ
尽
力
ス
ヘ
キ
事

一
　
当
町
内
入
営
者
在
之
際
者
町
中
祝
送
ス
ヘ
キ
事

二
　
退
営
者
ノ
際
町
中
歓
迎
ス
可
キ
事

三
　
当
組
内
ニ
入
営
者
在
之
際
ハ
、
尚
武
義
会
会
員
三
名

以
上
順
次
祝
送
ス
ヘ
キ
事

第
拾
條
　
町
内
ニ
葬
式
在
之
際
ハ
、
役
員
ヨ
リ
報
知
候
ニ
付
町
中
会

送
可
致
事

若
シ
差
支
在
之
際
ハ
、
其
理
由
ヲ
幹
事
江
申
出
指
揮
ヲ
受

ク
ヘ
シ

第
十
一
條
　
大
祭
祝
日
及
神
事
等
ハ
、
国
旗
及
ヒ
提
灯
ヲ
差
出
シ
点
火

ス
ヘ
シ
、
其
他
役
員
ヨ
リ
通
知
在
之
際
者
同
断
之
事

第
十
二
條
　
町
内
大
黒
天
ハ
、
十
一
月
甲
子
之
際
役
員
三
名
ニ
テ
祭
ル
事

一
　
地
蔵
会
ハ
従
前
之
通

二
　
御
千
度
ハ
役
員
是
ヲ
執
計
ヘ
キ
事

第
十
三
條
　
役
員
ヨ
リ
急
達
函
相
廻
リ
候
節
者
、
速
刻
順
達
致
ヘ
キ
事

第
十
四
條
　
総
会
及
臨
時
惣
会
出
席
之
際
、
報
知
時
間
ヨ
リ
遅
刻
致

サ
ヾ
ル
様
、
羽
織
着
用
前
掛
無
用
之
事

第
十
五
條
　
当
町
内
江
借
宅
者
在
之
際
ハ
、
役
員
ヘ
申
出
指
図
ヲ
受
ク

ヘ
シ

第
十
六
條
　
軍
事
及
衛
生
余
備
費
ト
シ
テ

家
持
壱
ヶ
月
　
　
金
五
銭

借
宅
者
一
ヶ
月
　
金
参
銭

右
壱
ヶ
年
間
蓄
積
可
致
事

一
　
蓄
積
金
ハ
町
内
出
納
方
是
ヲ
保
管
ス

二
　
該
金
ハ
臨
時
総
会
之
決
議
ニ
ア
ラ
ザ
レ
ハ
、
是
ヲ
出

セ
ス

第
十
七
條
　
該
町
則
ハ
惣
会
及
臨
時
総
会
之
決
議
ヲ
経
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ

ハ
、
変
更
ス
ル
事
ヲ
得
ス

第
十
八
條
　
建
儀
修
正
其
他
臨
時
総
会
ヲ
要
ス
ル
時
ハ
、
五
名
以
上
ノ

連
印
ヲ
以
テ
役
員
江
請
求
ス
ヘ
シ

第
十
九
條
　
暑
気
又
ハ
大
風
等
之
際
ハ
、
役
員
ヨ
リ
水
札
ヲ
相
廻
シ
候

ニ
付
、
速
時
順
達
散
水
可
致
、
其
他
充
分
塵
芥
之
発
セ
サ

ル
様
各
自
注
意
ス
ヘ
シ

第
二
十
條
　
不
得
止
事
故
ニ
テ
出
席
等
難
致
際
ハ
、
其
理
由
ヲ
役
員
ヘ

申
出
、
其
指
揮
ヲ
受
ヘ
シ

第
廿
一
條
　
総
テ
町
則
ニ
違
背
シ
タ
ル
者
者
、
違
約
金
ヲ
差
出
ス
者
ト
ス

一
　
第
九
條
ニ
違
反
シ
タ
ル
者
　
　
金
五
拾
銭

二
　
第
九
條
第
一
及
第
二
ニ
違
反
シ
タ
ル
者

金
三
拾
銭

三
　
第
九
條
第
三
及
第
十
條
・
第
十
四
條
ニ
違
反
シ
タ
ル
者



式
法
帳
と
「
町
」
規
約
│
京
都
二
条
烏
丸
東
玉
屋
町

銅
駝
会
文
書
所
収
史
料
│
（
奥
田
以
在
）

二
五

（
六
〇
六
）

金
弐
拾
銭

四
　
第
十
一
条
・
第
十
二
条
・
第
十
三
条
及
十
九
條
ニ
違

反
シ
タ
ル
者

金
拾
銭

右
之
通
確
定
致
候
上
ハ
、
町
中
相
互
ニ
懇
親
ヲ
守
ト
シ
、
決
シ
テ
違
背

致
間
敷
、
依
テ
調
印
致
候
也

明
治
廿
八
年
十
二
月

川
口
虎
造

（
以
下
二
六
名
略
）

「
（
表
紙
）

東
玉
屋
町
別
則
及

経
費
予
算
案

明
治
丗
二
年
二
月
廃
ス
」

明
治
三
十
年
七
月
左
ノ
件
々
協
議
之
上
議
決
候
也

三
十
年
七
月
三
日

総
代
　
浅
井
平
兵
衛

東
玉
屋
町
別
則

第
一
條
　
当
町
六
月
、
拾
二
月
両
度
計
算
ニ
際
シ
、
地
価
割
ヲ
以
テ

分
課
徴
収
法
ヲ
廃
止
ス

第
二
条
　
掛
屋
敷
并
ニ
地
所
々
有
ニ
対
シ
、
不
勤
料
ノ
他
ハ
一
切
徴

収
ゼ
ス
（
マ
マ
）

其
一
項
　
夜
警
費
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ

其
二
項
　
天
災
・
其
他
臨
時
必
要
ノ
件
ノ
出
来
シ
タ
ル
場

合
モ
亦
此
限
ニ
ア
ラ
ズ

第
三
条
　
掛
屋
敷
及
ヒ
地
所
々
有
者
ハ
其
番
地
ヲ
異
ニ
ス
ル
ニ
従

ヒ
、
不
勤
料
半
季
間
金
五
拾
銭
ヲ
徴
収
ス

但
シ
番
地
ヲ
異
ニ
ス
ル
モ
跨
リ
建
設
シ
ア
ル
者
ハ
、
其
半

額
金
弐
拾
五
銭
ヲ
徴
収
ス

第
四
条
　
共
有
金
ヨ
リ
生
ス
ル
利
子
ハ
町
費
ニ
当
ツ
ル
タ
メ
分
配
セ
ズ

第
五
条
　
共
有
金
ハ
三
井
銀
行
ヘ
定
期
預
ト
シ
、
撰
挙
ヲ
以
テ
預
ケ

名
儀
人
ヲ
定
メ
、
当
撰
者
ノ
実
印
ヲ
以
押
印
ス
ヘ
シ
、
其

ノ
名
儀
人
ヲ
二
名
ト
定
ム
、
二
名
ヨ
リ
証
明
書
ヲ
差
出
ス

ベ
シ

経
費
予
算
案

収
入
ノ
部

金
拾
参
円
九
拾
銭

内
訳金

九
円
　
　
　
　
利
子
（
金
百
五
拾
円
ニ
対
ス
ル
年
六
歩
）

金
四
円
九
拾
銭
　
戸
数
割
（
壱
戸
ニ
付
半
季
間
拾
銭
）



第
五
六
巻
第
四
号

二
六

（
六
〇
五
）

収
出
ノ
部

金
拾
三
円
九
拾
銭

内
訳

六
円
五
拾
銭
　
前
半
季
間
経
費

内
　
壱
円
廿
六
銭
　
夜
警
補
助
費

弐
円
　
　
　
　
慰
労
宴
会
補
助
費

壱
円
　
　
　
　
帳
簿
検
査
下
調
査
費

参
拾
銭
　
　
　
神
事
人
足
費

五
拾
銭
　
　
　
席
料

六
拾
銭
　
　
　
小
学
校
小
使
遣
祝
儀

七
拾
四
銭
　
　
諸
雑
費

金
七
円
四
拾
銭
　
後
半
季
間
経
費

内
　
壱
円
廿
六
銭
　
夜
警
補
助
費

三
円
　
　
　
　
地
蔵
会
・
大
黒
天
祭
費

壱
円
　
　
　
　
両
社
御
千
度
神
饌
料
其
他
雑
費

五
拾
銭
　
　
　
席
料

六
拾
銭
　
　
　
小
学
校
小
使
遣
祝
儀

壱
円
四
拾
銭
　
諸
雑
費

計
算
簿
ニ
対
ス
ル
予
算

収
入
ノ
部

金
拾
四
円
五
拾
銭

内
訳金

拾
三
円
五
拾
銭
　
不
勤
料
（
拾
三
口
半
、
一
口
五
拾
銭
）

金
壱
円
　
　
　
　
　
席
料
（
半
季
間
五
拾
銭
）

収
出
ノ
部

金
拾
四
円
五
拾
銭

内
訳金

壱
円
五
拾
銭
　
新
年
宴
会
補
助

金
壱
円
五
拾
銭
　
半
季
予
算
調
査
費

金
壱
円
五
拾
銭
　
両
社
御
千
度
補
助

金
拾
円
　
残
額

証
明
書

一
　
額
面
金
壱
百
五
拾
円

三
井
銀
行
定
期
預
ケ
証
第
「

（
空
白
）

」
号

右
定
期
預
ケ
金
、
拙
者
等
両
名
ノ
名
義
ヲ
以
テ
東
玉
屋
町
共
有
金
ヲ
該

銀
行
ヘ
明
治
丗
年
七
月
三
日
ヨ
リ
翌
丗
一
年
七
月
二
日
迄
、
壱
ヶ
年
定

期
預
ケ
ト
ナ
シ
タ
ル
処
確
実
也
、
右
金
返
満
ノ
期
限
ハ
、
定
期
預
ケ
証

ノ
満
期
ト
共
ニ
東
玉
屋
町
別
則
第
五
条
ノ
定
ム
ル
所
ニ
従
ヒ
、
次
ギ
被



式
法
帳
と
「
町
」
規
約
│
京
都
二
条
烏
丸
東
玉
屋
町

銅
駝
会
文
書
所
収
史
料
│
（
奥
田
以
在
）

二
七

（
六
〇
四
）

撰
挙
者
ヘ
相
渡
可
申
決
シ
テ
異
議
ノ
申
立
致
間
敷
候
、
依
而
為
後
日
証

明
書
ヲ
差
入
如
件

上
京
第
廿
三
連
合
東
玉
屋
町
公
同
組
合
設
置
規
約

第
一
條
　
本
組
合
ハ
明
治
三
十
年
十
月
、
京
都
市
諭
達
第
四
十
五
号

ニ
基
キ
、
二
條
通
烏
丸
西
入
東
玉
屋
町
一
円
ヲ
以
テ
区
域

ト
シ
、
上
京
第
廿
三
連
合
東
玉
屋
町
公
同
組
合
ト
称
ス

第
二
條
　
本
組
合
ハ
区
域
内
ニ
一
戸
ヲ
構
フ
ル
住
民
及
住
民
ニ
非
ラ

サ
ル
モ
区
域
内
ニ
不
動
産
ヲ
所
有
ス
ル
者
ヲ
以
テ
組
織

シ
、
組
合
内
ニ
係
ル
諸
般
ノ
行
政
事
務
ニ
関
シ
公
私
ノ
利

便
ヲ
増
進
シ
、
且
隣
保
団
結
ノ
情
誼
ヲ
守
リ
、
各
自
相
互

ニ
警
戒
扶
持
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

第
三
條
　
本
組
合
ハ
第
二
條
ノ
事
務
ヲ
掌
理
ス
ル
為
メ
、
組
合
員
ノ

互
選
ヲ
以
テ
組
合
長
一
名
ヲ
置
キ
、
且
其
臨
時
代
理
者
一

名
ヲ
予
選
シ
、
組
合
長
疾
病
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
其
事
務
ヲ

代
理
ス

第
四
條
　
組
合
長
ノ
任
期
ヲ
半
ヶ
年
ト
シ
、
其
当
選
及
交

(

マ
マ)

迭
ハ
、
直

チ
ニ
聯
合
公
同
組
合
幹
事
ヲ
経
テ
所
管
区
役
所
ヘ
申
報
ス

ル
モ
ノ
ト
ス

第
五
條
　
本
組
合
ハ
、
組
合
内
ニ
関
ス
ル
重
要
ノ
事
件
・
経
費
ノ
負

担
方
法
及
経
費
ノ
収
入
支
出
ヲ
評
決
ス
ル
為
メ
、
組
合
員

集
会
ヲ
設
ク
、
其
組
合
一
般
ノ
利
害
ニ
係
ラ
サ
ル
事
件
ハ
、

関
係
組
合
員
ノ
ミ
ノ
評
議
ニ
附
ス

但
、
女
子
又
ハ
幼
年
戸
主
并
ニ
居
住
者
ニ
非
ラ
サ
ル
組
合

員
ハ
、
相
当
ノ
代
理
者
ヲ
出
席
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
條
　
組
合
集
会
ハ
、
組
合
長
ヨ
リ
前
以
テ
各
戸
ニ
通
知
ス
ル
モ

ノ
ト
ス

第
七
條
　
組
合
集
会
ハ
、
多
数
ニ
依
リ
之
レ
ヲ
決
ス

第
八
條
　
本
組
合
員
ニ
シ
テ
、
組
合
内
ニ
所
有
ス
ル
不
動
産
ヲ
組
合

員
外
ニ
売
却
譲
与
交
換
又
ハ
貸
与
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、

其
取
得
者
又
ハ
借
主
ハ
本
組
合
ニ
加
入
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
予

約
為
サ
シ
メ
、
其
取
得
者
又
ハ
借
主
ハ
本
規
約
ニ
加
入
ノ

年
月
日
及
署
名
捺
印
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
九
條
　
本
組
合
ハ
他
ノ
組
合
ト
気
脈
ヲ
通
シ
事
務
ノ
整
理
統
一
ヲ

期
ス
ル
為
メ
、
上
京
第
廿
三
連
合
公
同
組
合
会
ニ
会
同
シ
、

其
評
決
ヲ
遵
行
シ
、
且
経
費
ヲ
分
担
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
條
　
本
組
合
ニ
関
ス
ル
経
費
ノ
収
支
決
算
ハ
、
毎
暦
年
度
後
一

ヶ
月
以
内
ニ
組
合
員
ニ
報
告
シ
、
同
時
ニ
連
合
公
同
組
合

幹
事
ヲ
経
テ
、
所
管
区
役
所
ヘ
申
報
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
一
條
　
此
規
約
ヲ
締
結
シ
タ
ル
ト
キ
、
及
将
来
此
規
約
ヲ
改
正
加



第
五
六
巻
第
四
号

二
八

（
六
〇
三
）

除
ス
ル
ト
キ
ハ
、
所
管
区
役
所
ノ
承
認
ヲ
承
ル
モ
ノ
ト
ス

右
本
組
合
設
置
ノ
規
約
ヲ
締
結
シ
、
組
合
員
一
同

ニ
連
署
捺
印
ス
ル

モ
ノ
ナ
リ

但
、
本
規
約
ハ
上
京
区
役
所
ノ
承
認
ヲ
経
テ
、
本
組
合
ニ
保
存
ス
ル
モ

ノ
ナ
リ

明
治
三
十
年
十
一
月
廿
九
日

庶
乙
ノ
二
□
第
一
五
七
号

上
京
第
廿
三
連
合
東
玉
屋
町
公
同
組
合
員

組
合
長
　
山
村
善
助

（
以
下
三
八
名
略
）

「
（
表
紙
）

明
治
三
拾
年
十
二
月

上
京
区
第
弐
拾
三
連
合
東
玉
屋
町
公
同
組
合
細
則

明
治
丗
二
年
三
月
丗
一
日
限
リ
廃
止
ス
」

上
京
区
第
廿
三
連
合
東
玉
屋
町
公
同
組
合
細
則

第
一
條
　
本
規
約
第
三
條
ノ
組
合
長
及
組
合
長
臨
時
代
理
者
ハ
、
組

合
内
ニ
不
動
産
ヲ
所
有
シ
、
且
居
住
ス
ル
者
ニ
シ
テ
丁
年

以
上
ノ
男
子
ニ
限
ル

第
二
條
　
組
合
長
ハ
衛
生
組
長
ヲ
兼
務
セ
シ
ム

第
三
條
　
本
組
合
内
ニ
協
議
員
ヲ
置
キ
、
重
要
ノ
事
件
及
ヒ
経
費
ノ

負
担
方
法
且
経
費
収
入
支
出
ヲ
評
議
セ
シ
ム

第
四
條
　
本
組
合
内
ニ
不
動
産
ヲ
所
有
ス
ル
者
ヲ
以
テ
協
議
員
ト
ス

第
五
條
　
集
会
ヲ
分
テ
定
期
総
会
・
臨
時
総
会
・
協
議
員
会
ノ
三
種

ト
ス

定
期
総
会
ハ
毎
年
一
月
是
ヲ
開
ク

臨
時
総
会
ハ
臨
時
是
ヲ
開
ク

協
議
員
会
ハ
協
議
ヲ
要
ス
ル
場
合
是
ヲ
開
ク

第
六
條
　
協
議
員
中
互
撰
ヲ
以
常
置
員
二
名
ヲ
置

第
七
條
　
常
置
員
ハ
組
合
長
ヲ
補
佐
又
組
合
長
疾
病
事
故
ア
ル
ト
キ

「
□

(

抹
消)

□
会
計
ヲ
司
ル
」

第
八
條
　
常
置
員
ノ
任
期
ハ
一
ヶ
年
ト
シ
、
毎
年
定
期
総
会
ニ
於
テ

撰
挙
ス
、
但
シ
再
撰
ス
ル
事
ヲ
得
ス

第
九
條
　
集
会
組
合
長
及
常
置
員
ノ
内
便
宜
其
一
名
ヲ
会
長
ト
ス
、

集
会
ハ
拾
名
以
上
ノ
出
席
者
ヲ
得
テ
開
会
ス

第
拾
條
　
協
議
員
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
左
ニ
列
記
ス
ル
モ
ノ

ハ
、
不
勤
料
ト
シ
テ
半
ヶ
年
金
五
拾
銭
ヲ
差
出
ス
者
ト
ス

其
一
項
　
本
細
則
第
一
条
之
資
格
ヲ
有
セ
サ
ル
者

其
二
項
　
本
組
合
内
ニ
居
住
ス
ル
モ
、
自
己
ノ
居
住
ニ
ア

ラ
サ
ル
地
所
一
ヶ
所
毎

第
十
一
條
　
本
細
則
第
一
条
ニ
該
当
ス
ル
モ
、
疾
病
若
ク
ハ
事
故
ノ
為



式
法
帳
と
「
町
」
規
約
│
京
都
二
条
烏
丸
東
玉
屋
町

銅
駝
会
文
書
所
収
史
料
│
（
奥
田
以
在
）

二
九

（
六
〇
二
）

メ
勤
務
ナ
ラ
サ
ル
者
ハ
其
旨
組
合
長
ニ
具
申
ス
ヘ
シ
、
組

合
長
是
ヲ
集
会
ニ
計
承
認
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
本
細
則
第
拾

条
ヲ
適
用
ス

第
拾
弐
條
　
集
会
ハ
統
テ
通
達
時
間
ヨ
リ
遅
剋
ス
ヘ
カ
ラ
ス

第
十
三
條
　
本
規
約
第
八
条
ノ
場
合
ニ
ハ
、
組
合
長
ノ
指
揮
ヲ
受
ク
ヘ
シ

但
シ
組
合
長
ハ
火
工
場
及
煙
突
ヲ
使
用
ス
ル
業
務
者
ニ
限

リ
総
会
ニ
附
ス
ベ
シ

第
十
四
條
　
組
合
長
ヨ
リ
通
達
ヲ
受
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
、
不
止
得
ル
事

故
ニ
テ
出
席
等
難
致
際
、
其
理
由
ヲ
組
合
長
ニ
具
申
シ
指

揮
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
十
五
條
　
組
合
員
五
名
以
上
ノ
連
印
ヲ
以
組
合
長
疾
病
事
故
ア
ル

際
、
常
置
員
ニ
臨
時
総
会
ヲ
請
求
ス
ル
事
得

但
シ
組
合
長
此
場
合
ニ
於
ハ
、
請
求
ノ
日
ヨ
リ
一
週
間
以

内
ニ
此
レ
ヲ
開
ク

第
十
六
條
　
建
議
修
正
ハ
、
三
名
以
上
ノ
賛
成
ヲ
得
テ
議
題
ト
シ
、
是

ヲ
評
議
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
七
條
　
本
規
約
及
ヒ
細
則
ハ
、
各
総
会
ノ
決
議
ヲ
経
ル
ニ
ア
ラ
サ

レ
バ
、
変
更
ス
ル
事
ヲ
得
ズ

第
十
八
條
　
組
合
内
火
難
盗
難
ヲ
警
戒
ノ
為
夜
警
ヲ
置
ク

第
十
九
條
　
大
祭
祝
日
ハ
国
旗
「

(

抹
消)

及
ヒ
提
灯
」
ヲ
差
出
ス
「

(

抹
消)

点
火
ス
」

ベ
シ
、
其
他
組
合
長
ヨ
リ
通
知
ア
ル
際
モ
亦
同
ジ

第
弐
拾
條
　
本
組
合
内
ニ
入
退
営
者
ア
ル
際
ハ
、
組
合
員
相
互
ニ
祝
送

歓
迎
ス
ル
事

第
廿
一
條
　
連
合
公
同
組
合
内
ニ
入
営
者
ア
ル
際
ハ
、
本
組
合
内
ニ
居

住
ス
ル
赤
十
字
社
正
社
員
・
尚
武
義
会
特
別
会
員
三
名
抽

籤
ヲ
以
テ
祝
送
ス

但
シ
当
籤
者
ニ
シ
テ
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
、
其
旨
組
合
長
ニ

具
申
シ
指
揮
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
廿
二
條
　
新
年
宴
会
ハ
毎
年
一
月
是
ヲ
開
ク

第
廿
三
條
　
氏
神
両
社
御
千
度
ハ
、
毎
年
拾
月
拾
五
日
以
前
ニ
執
行
シ
、

組
合
長
是
ヲ
斡
旋
ス

第
廿
四
條
　
暑
気
又
ハ
大
風
等
ノ
際
、
組
合
長
ヨ
リ
水
札
ヲ
廻
ス
ベ
ク

ニ
付
、
速
時
順
達
シ
直
ニ
散
水
ス
ヘ
ク
、
且
其
他
充
分
塵

芥
ノ
散
乱
セ
サ
ル
様
各
自
注
意
ス
ヘ
シ

第
廿
五
條
　
本
組
合
内
ニ
不
幸
ア
ル
際
ハ
、
其
該
家
ヨ
リ
組
合
長
ニ
届

出
ス
ベ
シ
、
組
合
長
ハ
是
ヲ
組
合
員
ヘ
通
知
ス

但
シ
右
通
知
ヲ
受
、
事
故
ア
ル
際
ハ
組
合
長
ニ
具
申
シ
指

揮
ヲ
受
ク
ヘ
シ

右
之
通
組
合
規
約
細
則
ヲ
締
結
シ
、
組
合
員
一
同
茲
ニ
連
署
捺
印
ス
ル

者
也



第
五
六
巻
第
四
号

三
〇

（
六
〇
一
）

明
治
三
拾
年
十
二
月

川
口
寅
蔵

（
以
下
三
一
名
略
）

「
（
表
紙
）

明
治
三
拾
年
十
二
月

東
玉
屋
町
内
規

明
治
丗
□
年
三
月
丗
□
﹇

﹈」

東
玉
屋
町
内
規

第
一
条
　
火
元
取
締
法
、
明
治
丗
年
五
月
三
十
日
契
約
書
ニ
依
、
組

合
長
及
常
置
員
之
ヲ
執
行
ス

第
二
条
　
組
合
ニ
関
ス
ル
左
記
別
途
費
用
ハ
、
総
会
之
決
議
ニ
依
リ

之
ヲ
定
ム

一
　
新
年
宴
会
費

一
　
地
蔵
会
費

一
　
大
黒
天
祭
費

一
　
御
千
度
費

一
　
造
リ
物
費

第
三
条
　
披
露
料
ヲ
定
ム
ル
左
之
如
シ

一
　
地
所
家
屋
買
得
ノ
際
ハ
、
金
五
円
并
ニ
帳
切
餅

二
　
戸
主
譲
リ
替
、
金
壱
円

三
　
拾
五
歳
以
上
ノ
男
女
貰
受
ノ
際
、
金
壱
円

四
　
男
子
及
女
子
拾
五
歳
未
満
貰
受
ノ
際
、
金
五
拾
銭

五
　
戸
主
及
戸
主
譲
渡
後
還
暦
者
及
是
ニ
相
当
之
祝
賀
、

金
壱
円

但
家
族
及
附
籍
者
等
ニ
テ
還
暦
及
是
ニ
相
当
ノ
祝
賀

ハ
随
意
タ
ル
へ
し

第
四
条
　
組
合
長
・
常
置
員
ヨ
リ
急
達
函
廻
候
際
ハ
速
時
順
達
ス
ベ

キ
事

第
五
条
　
本
細
則
第
十
二
条
ノ
場
合
ニ
ハ
、
通
達
時
間
之
三
拾
分
間

ヲ
猶
予
シ
、
当

（
尚
カ
）遅
刻
ス
ル
者
ハ
第
七
条
ノ
五
項
ヲ
適
用
ス

第
六
条
　
組
合
長
及
常
置
員
ニ
於
テ
、
各
自
其
権
内
ノ
職
務
ニ
勤
行

セ
サ
ル
ト
キ
、
又
ハ
其
権
限
以
外
ニ
亘
リ
タ
ル
ト
キ

ハ
、

蹟
（
マ
マ
）料
ト
シ
テ
第
七
条
ノ
四
項
ヲ
適
用
ス

第
七
条
　
総
テ
本
組
合
規
約
并
ニ
細
則
「

(

抹
消)

及
内
規
」
ニ
違
反
シ
タ
ル

者
ハ
、
違
約
金
ト
シ
テ
左
ノ
各
項
ニ
依
リ
差
出
ス
モ
ノ
ト
ス

一
　
細
則
第
廿
條
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
　
金
丗
銭

二
　
細
則
第
廿
五
条
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
　
金
弐
拾
銭

三
　
細
則
第
拾
九
条
・
廿
四
条
ニ
該
当
ス
ル
者
　
金
拾
銭

四
　
内
規
第
六
条
ニ
該
当
ス
ル
者
　
金
五
拾
銭

五
　
内
規
第
四
条
・
第
五
条
ニ
該
当
ス
ル
者
　
金
拾
銭

（
　
カ
）



式
法
帳
と
「
町
」
規
約
│
京
都
二
条
烏
丸
東
玉
屋
町

銅
駝
会
文
書
所
収
史
料
│
（
奥
田
以
在
）

三
一

（
六
〇
〇
）

右
之
通
本
町
内
規
ヲ
締
結
シ
、
茲
ニ
連
署
捺
印
ス
ル
モ
ノ
也

明
治
三
拾
年
十
二
月

川
口
虎
蔵

（
他
二
十
五
名
略
）

「
（
表
紙
）上

京
区
第
二
十
三
連
合
東
玉
屋
町
公
同
組
合
規
約
細
則
写
」

上
京
区
第
二
十
三
連
合
東
玉
屋
町
公
同
組
合
規
約
細
則

第
一
條
　
本
規
約
第
三
條
ノ
組
合
長
及
組
合
長
臨
時
代
理
者
ノ
資
格

ハ
、
本
組
合
内
ニ
不
動
産
ヲ
所
有
シ
、
且
居
住
ス
ル
者
ニ

シ
テ
丁
年
以
上
ノ
男
子
ニ
限
ル

第
二
條
　
組
合
長
ハ
衛
生
組
長
ヲ
兼
務
セ
シ
ム

第
三
條
　
本
組
合
内
ニ
協
議
員
ヲ
置
キ
、
重
要
之
事
件
及
経
費
ノ
負

担
方
法
、
且
ツ
経
費
収
入
支
出
ヲ
評
議
セ
シ
ム

第
四
條
　
本
組
合
内
ニ
不
動
産
ヲ
所
有
ス
ル
者
ヲ
以
テ
協
議
員
ト
ス

第
五
條
　
集
会
ヲ
分
テ
定
期
総
会
・
臨
時
総
会
・
協
議
員
会
ノ
三
種

ト
ス

定
期
総
会
ハ
毎
年
一
月
之
レ
ヲ
開
ク

臨
時
総
会
ハ
臨
時
是
レ
ヲ
開
ク

協
議
員
会
ハ
協
議
ヲ
要
ス
ル
場
合
是
レ
ヲ
開
ク

第
六
條
　
協
議
員
中
ヨ
リ
互
撰
ヲ
以
常
置
員
二
名
ヲ
置
ク

第
七
條
　
常
置
員
ハ
其
任
期
ヲ
壱
ヶ
年
ト
シ
、
毎
年
定
期
総
会
ニ
於

テ
之
レ
ヲ
撰
挙
ス

但
シ
再
撰
ス
ル
ヲ
得
ズ

第
八
條
　
常
置
員
ハ
組
合
長
ヲ
補
佐
シ
、
特
ニ
会
計
ヲ
処
理
ス
、
又

組
合
長
疾
病
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
之
レ
ヲ
代
理
ス

第
九
條
　
集
会
ハ
組
合
員
ノ
内
便
宜
一
名
ヲ
会
長
ト
ス
、
集
会
ハ
拾

名
以
上
ノ
出
席
者
ヲ
得
テ
開
会
ス

第
拾
條
　
集
会
席
ハ
、
細
則
第
一
条
之
資
格
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
家
屋
ヲ

以
テ
順
次
之
レ
ニ
充
ツ
モ
ノ
ト
ス

但
シ
役
員
及
細
則
第
十
三
条
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
ハ
之
レ
ヲ

除
ク

第
拾
一
條
　
組
合
長
及
常
置
員
ニ
於
テ
、
各
自
其
権
限
内
ノ
職
務
ヲ
励

行
セ
ザ
ル
ト
キ
、
又
ハ
其
権
限
以
外
ニ
亘
リ
タ
ル
ト
キ

ハ

蹟
（
マ
マ
）料
ト
シ
テ
細
則
第
三
十
二
条
ノ
第
四
項
ヲ
適
用
ス

第
拾
二
條
　
協
議
員
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
左
ニ
列
記
ス
ル
モ
ノ

ハ
、
不
勤
料
ト
シ
テ
半
ヶ
年
金
五
拾
銭
ヲ
差
出
ス
者
ト
ス

一
　
細
則
第
一
条
之
資
格
ヲ
有
セ
ザ
ル
者

二
　
本
組
合
内
ニ
居
住
ス
ル
モ
、
自
己
ノ
住
居
ニ
有
ラ
ザ

ル
地
所
一
ヶ
所
毎

第
拾
三
條
　
細
則
第
一
条
之
資
格
ヲ
有
ス
ル
モ
、
疾
病
若
ク
ハ
事
故
ノ

（
　
カ
）



第
五
六
巻
第
四
号

三
二

（
五
九
九
）

為
メ
勤
務
ナ
ラ
ザ
ル
者
ハ
、
其
旨
組
合
長
ニ
具
申
ス
ベ
シ
、

組
合
長
ハ
是
レ
ヲ
集
会
ニ
計
リ
、
承
認
シ
タ
ル
時
ハ
細
則

第
拾
二
条
ヲ
適
用
ス

第
拾
四
條
　
組
合
ニ
開

（
マ
マ
）ス
ル
左
記
別
途
費
用
ハ
、
総
会
之
決
議
ニ
依
リ

之
レ
ヲ
定
ム

一
　
新
年
宴
会
費

一
　
地
蔵
会
費

一
　
大
黒
天
祭
費

一
　
御
千
度
費

一
　
造
リ
物
費

一
　
町
席
借
入
諸
経
費

第
拾
五
條
　
地
所
・
家
屋
買
得
ノ
際
、
及
戸
主
譲
替
・
男
女
貰
受
・
還

暦
其
他
是
等
相
当
祝
賀
ノ
披
露
及
披
露
料
ハ
、
随
意
タ
ル

ベ
シ
、
但
シ
披
露
料
ヲ
受
ケ
タ
ル
際
ハ
、
組
合
長
ノ
執
計

ヲ
以
テ
、
扇
子
一
対
ヲ
呈
ス
モ
ノ
ト
ス
、
且
ツ
此
披
露
料

ハ
新
年
宴
会
費
又
ハ
御
千
度
費
ノ
内
ヘ
特
ニ
之
レ
ヲ
支
出

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
拾
六
條
　
集
会
ハ
総
テ
通
達
時
間
ヨ
リ
遅
刻
ス
ベ
カ
ラ
ズ

第
拾
七
條
　
組
合
長
及
常
置
員
ヨ
リ
急
達
箱
廻
付
之
際
ハ
、
速
時
順
達

ス
ベ
キ
事

第
拾
八
條
　
本
規
約
第
八
条
之
場
合
ニ
ハ
、
組
合
長
ノ
指
揮
ヲ
受
ク
ベ
シ

但
シ
組
合
長
ハ
本
条
之
場
合
ニ
於
テ
、
本
組
合
内
ニ
ア
ル

不
動
産
ヲ
新
ニ
譲
受
、
又
ハ
借
受
者
ニ
シ
テ
第
八
條
之
手

続
キ
ヲ
拒
マ
ル
ヽ
際
、
及
火
工
場
又
ハ
煙
突
ヲ
使
用
ス
ル

業
務
者
ニ
限
リ
、
臨
時
総
会
ニ
附
シ
之
レ
ヲ
処
理
ス

第
拾
九
條
　
発
火
シ
易
キ
物
品
ハ
納
屋
及
小
屋
等
ノ
住
居
セ
ザ
ル
場
所

ニ
蔵
置
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
必
ズ
我
居
住
内
ニ
入
置
ク
ベ
シ
、

若
シ
我
住
居
内
ニ
入
置
ク
能
ワ
ズ
シ
テ
、
納
屋
又
ハ
小
屋

等
ニ
蔵
置
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
煉
火
石
或
ハ
石
造
等
堅

固
ナ
ル
築
造
ヲ
ナ
シ
、
充
分
火
ニ
堪
ユ
ル
構
造
ヲ
ナ
シ
タ

ル
場
合
ニ
限
ル

燃
料
其
他
火
ノ
付
キ
易
キ
物
品
ハ
、
充
分
注
意
シ
、
且
ツ

夜
間
ハ
必
ス
家
外
ニ
積
置
ベ
カ
ラ
ズ

第
廿
條
　
組
合
長
ヨ
リ
通
達
ヲ
受
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
、
不
止
得
ル
事

故
ニ
テ
出
席
ナ
ラ
ザ
ル
際
者
、
其
理
由
ヲ
組
合
長
ニ
具
申

シ
指
揮
ヲ
受
ク
ベ
シ

第
廿
一
條
　
組
合
員
ハ
五
名
以
上
ノ
連
印
ヲ
得
テ
、
組
合
長
又
ハ
常
置

員
ニ
臨
時
総
会
ヲ
請
求
ス
ル
事
ヲ
得

但
シ
組
合
長
及
常
置
員
ハ
、
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
請
求
ノ
日

ヨ
リ
一
週
間
以
内
ニ
此
レ
ヲ
開
ク
モ
ノ
ト
ス



式
法
帳
と
「
町
」
規
約
│
京
都
二
条
烏
丸
東
玉
屋
町

銅
駝
会
文
書
所
収
史
料
│
（
奥
田
以
在
）

三
三

（
五
九
八
）

第
廿
二
條
　
建
議
修
正
ハ
、
三
名
以
上
ノ
賛
成
ヲ
得
テ
議
題
ト
シ
、
是

レ
ヲ
評
議
ス

第
廿
三
條
　
本
規
約
及
細
則
ハ
、
総
会
ノ
決
議
ヲ
経
ル
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
、

変
更
ス
ル
ヲ
得
ズ

第
廿
四
條
　
組
合
内
火
難
盗
難
ヲ
警
戒
ノ
為
メ
夜
警
ヲ
置
ク

第
廿
五
條
　
大
祭
祝
日
ハ
国
旗
ヲ
差
出
ス
ベ
シ
、
其
他
組
合
長
ヨ
リ
臨

時
通
知
ア
ル
際
モ
亦
同
ジ

第
廿
六
條
　
本
組
合
内
ニ
入
退
営
者
ア
ル
ト
キ
ハ
、
組
合
員
相
互
ニ
祝

送
観

(

マ
マ)

迎
ス
ル
事

第
廿
七
條
　
新
年
宴
会
ハ
毎
年
一
月
之
レ
ヲ
開
ク

第
廿
八
條
　
氏
神
両
社
御
千
度
ハ
毎
年
拾
月
十
五
日
以
前
ニ
執
行
シ
、

組
合
長
之
レ
ヲ
斡
旋
ス

第
廿
九
條
　
暑
気
又
ハ
大
風
ノ
際
ハ
、
組
合
長
ヨ
リ
水
札
ヲ
廻
達
ス
ベ

キ
ニ
付
、
速
時
順
達
シ
直
ニ
散
水
ス
ベ
シ
、
且
ツ
其
他
充

分
塵
芥
之
散
乱
セ
ザ
ル
様
各
自
注
意
ス
ベ
シ

第
三
十
條
　
本
組
合
内
居
住
ノ
組
合
員
ニ
シ
テ
、
其
家
族
ニ
異
動
ヲ
生

ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
直
ニ
其
旨
組
合
長
ニ
届
出
ベ
シ

第
三
十
一
條
　
本
組
合
内
ニ
不
幸
ア
ル
際
ハ
、
組
合
長
又
ハ
常
置
員
ヨ
リ

通
知
ス
ベ
ク
ニ
付
、
組
合
員
ハ
必
ズ
会
葬
ス
ベ
キ
事

但
シ
通
知
ヲ
受
ク
ル
モ
不
止
得
ル
事
故
ノ
為
メ
会
葬
ナ
シ

難
キ
場
合
ハ
、
組
合
長
又
ハ
常
置
員
ニ
其
旨
具
申
シ
指
揮

ヲ
受
ク
ベ
シ

第
三
十
二
條
　
本
組
合
規
約
及
細
則
中
、
左
ノ
各
項
ニ
違
反
シ
タ
ル
者
ハ

違
約
金
ト
シ
テ
直
ニ
之
レ
ヲ
差
出
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

一
　
細
則
第
二
十
六
條
ニ
反
キ
タ
ル
ト
キ
　
金
参
拾
銭

二
　
細
則
第
三
十
一
條
ニ
反
キ
タ
ル
ト
キ
　
　
金
弐
拾
銭

三
　
細
則
第
十
六
條
・
第
十
七
條
・
第
二
十
條
・
第
二
十

五
條
・
第
二
十
九
條
ニ
反
キ
タ
ル
ト
キ
　
金
拾
銭

四
　
細
則
第
十
一
條
ヲ
怠
リ
タ
ル
ト
キ
　
金
五
拾
銭

第
三
十
三
條
　
細
則
第
拾
九
条
ニ
反
キ
タ
ル
ト
キ
ハ

臨
時
総
会
ヲ
開
キ
其
議
決
ヲ
以
テ
処
置
ヲ
行
フ

附
則此

細
則
ハ
明
治
三
十
弐
年
四
月
一
日
ヨ
リ
実
施
ス

但
シ
明
治
三
十
年
七
月
決
議
ノ
別
則
及
同
丗
年
十
二
月
締
結
ノ
組
合

規
約
細
則
及
内
規
ハ
、
明
治
三
十
弐
年
三
月
三
十
一
日
限
リ
廃
止
ス

右
之
通
リ
組
合
規
約
細
則
ヲ
締
結
シ
、
組
合
員
一
同
茲
ニ
連
署
捺
印
ス

ル
者
也

明
治
三
十
二
年
三
月

「
（
表
紙
）

上
京
区
第
廿
三
連
合



第
五
六
巻
第
四
号

三
四

（
五
九
七
）

東
玉
屋
町
公
同
組
合
規
約
細
則
写
」

上
京
区
第
廿
三
連
合
東
玉
屋
町
公
同
組
合
規
約
細
則

第
一
條
　
本
規
約
第
三
条
ノ
組
合
長
ノ
資
格
ハ
、
本
組
合
内
ニ
居
住

ス
ル
者
ニ
シ
テ
成
年
以
上
ノ
男
子
ニ
限
ル

第
二
條
　
本
組
合
内
ニ
協
議
員
ヲ
置
キ
、
重
要
ノ
事
件
及
ビ
経
費
ノ

負
担
方
法
且
ツ
経
費
収
入
支
出
ヲ
評
議
セ
シ
ム

第
三
條
　
本
組
合
内
ニ
不
動
産
ヲ
所
有
ス
ル
者
ヲ
以
テ
協
議
員
ト
ス

第
四
條
　
集
会
ヲ
分
テ
定
期
総
会
・
臨
時
総
会
・
協
議
員
会
ノ
三
種

ト
ス

定
期
総
会
ハ
毎
年
一
月
十
二
月
ノ
弐
回
之
レ
ヲ
開
ク

臨
時
総
会
ハ
臨
時
之
レ
ヲ
開
ク

協
議
員
会
ハ
協
議
ヲ
要
ス
ル
場
合
之
ヲ
開
ク

第
五
条

協
議
員
中
ヨ
リ
互
撰
ヲ
以
テ
常
務
員
二
名
ヲ
置
ク

第
六
条

組
合
長
及
ビ
常
務
員
ハ
其
任
期
ヲ
一
ヶ
年
ト
シ
、
毎
年
十

二
月
ノ
定
期
総
会
ニ
於
テ
之
レ
ヲ
撰
挙
ス

但
シ
再
撰
ス
ル
事
ヲ
得
ズ

第
七
条

常
務
員
ハ
組
合
長
ヲ
補
佐
シ
、
特
ニ
会
計
ヲ
処
理
シ
、
又

組
合
長
疾
病
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
代
理
ス

第
八
条

集
会
ハ
組
合
員
ノ
内
便
宜
其
一
名
ヲ
会
長
ト
ス

集
会
ハ
拾
名
以
上
ノ
出
席
者
ヲ
得
テ
開
会
シ
、
且
ツ
議
事

ハ
会
議
法
ニ
依
ル

「
（
欄
外
）

明
治
三
十
九
年
十
二
月
十
一
日
総
会
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ
第
九
條
ヲ

張
紙
ノ
通
リ
訂
正
ス
」

第
九
条
　
集
会
席
ハ
薬
業
倶
楽
部
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ

但
シ
公
同
組
合
長
衛
生
組
長
常
務
員
ノ
居
宅
ハ
之
ヲ
除
ク

第
拾
条
　
集
会
ハ
総
テ
通
達
時
間
ヨ
リ
遅
刻
ス
可
カ
ラ
ズ

第
拾
一
条
　
組
合
長
及
ビ
常
務
員
ヨ
リ
急
達
箱
廻
附
之
際
ハ
即
時
順
達

ス
可
キ
事

第
拾
二
条
　
組
合
長
及
ビ
常
務
員
ニ
於
テ
、
各
自
其
職
務
ヲ
励
行
セ
ザ

ル
時
又
ハ
、

責
ト
シ
テ
細
則
第
廿
七
条
ノ
第
三
項
ヲ
適

用
ス

第
拾
三
条
　
協
議
員
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
左
ニ
列
記
ス
ル
者

ハ
、
不
勤
料
ト
シ
テ
半
ヶ
年
金
五
拾
銭
ヲ
差
出
ス
モ
ノ
ト

ス一
　
細
則
第
一
条
之
資
格
ヲ
有
セ
ザ
ル
者

二
　
本
組
合
内
ニ
居
住
ス
ル
モ
、
自
己
ノ
住
居
ニ
非
ル
地

所
一
ヶ
所
毎

第
拾
四
条
　
細
則
第
一
条
之
資
格
ヲ
有
ス
ル
モ
、
疾
病
若
シ
ク
バ
事
故

ノ
為
メ
勤
務
シ
得
ザ
ル
者
ハ
、
其
旨
組
合
長
ヘ
具
申
ス
可

シ
、
組
合
長
ハ
総
会
ニ
計
リ
之
ヲ
処
断
ス
ル
モ
ノ
ト
ス



式
法
帳
と
「
町
」
規
約
│
京
都
二
条
烏
丸
東
玉
屋
町

銅
駝
会
文
書
所
収
史
料
│
（
奥
田
以
在
）

三
五

（
五
九
六
）

第
拾
五
条
　
組
合
ニ
関
ス
ル
左
記
別
途
費
用
ハ
総
会
之
決
議
ニ
依
リ
之

レ
ヲ
定
ム

一
　
新
年
宴
会
費

一
　
地
蔵
会
費

一
　
大
黒
天
祭
費

一
　
御
千
度
費

一
　
造
リ
物
費

一
　
神
事
費

第
拾
六
条
　
地
所
・
家
屋
買
得
ノ
際
及
ビ
戸
主
譲
替
・
男
女
貰
受
・
還

暦
其
他
是
等
相
当
祝
賀
ノ
披
露
及
ビ
披
露
料
ハ
、
随
意
タ

ル
可
シ

但
シ
披
露
料
ヲ
受
ケ
タ
ル
際
ハ
、
組
合
長
ハ
之
ニ
対
シ
扇

子
一
対
ヲ
一
週
間
以
内
ニ
呈
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
、
且
ツ
此
披

露
料
ハ
新
年
宴
会
又
ハ
御
千
度
費
ノ
内
ヘ
特
ニ
之
レ
ヲ
支

出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
拾
七
条
　
本
規
約
第
八
条
ノ
場
合
ニ
ハ
、
組
合
長
ノ
指
揮
ヲ
受
ク
可
シ

但
シ
組
合
長
ハ
本
条
ノ
場
合
ニ
於
テ
本
組
合
内
ニ
ア
ル
不

動
産
ヲ
新
ニ
譲
受
又
ハ
借
受
者
ニ
シ
テ
第
八
条
ノ
手
続
キ

ヲ
拒
マ
ル
ヽ
際
、
及
ビ
火
工
場
又
ハ
煙
突
ヲ
使
用
ス
ル
業

務
者
ニ
限
リ
臨
時
総
会
ニ
附
シ
之
レ
ヲ
処
理
ス

第
拾
八
条
　
発
火
シ
易
キ
物
品
ハ
、
納
屋
又
ハ
小
屋
等
ノ
住
居
セ
ザ
ル

場
所
ニ
蔵
置
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
必
ズ
我
居
住
内
ニ
入
置
ク
ベ

シ
、
若
シ
我
住
居
内
ニ
入
置
ク
能
ワ
ズ
シ
テ
、
納
屋
又
ハ

小
屋
等
ニ
蔵
置
セ
ン
ト
ス
ル
時
ハ
、
相
当
堅
固
ナ
ル
築
造

ヲ
ナ
シ
、
充
分
火
ニ
堪
ユ
ル
様
注
意
ス
可
シ
、
且
ツ
相
当

ナ
ル
防
火
装
置
ヲ
準
備
ス
可
キ
モ
ノ
ト
ス

燃
料
其
他
火
ノ
付
キ
易
キ
物
品
ハ
充
分
注
意
シ
、
且
ツ
夜

間
ハ
必
ズ
家
屋
外
ニ
積
置
ク
ベ
カ
ラ
ズ

第
拾
九
条
　
組
合
長
ヨ
リ
集
会
ノ
通
達
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
、
止

ム
ヲ
得
ザ
ル
事
故
ニ
テ
出
席
ス
ル
ヲ
得
ザ
ル
際
ハ
、
其
事

由
ヲ
組
合
長
ニ
具
申
シ
指
揮
ヲ
受
ク
ベ
シ

第
弐
拾
条
　
組
合
員
ハ
五
名
以
上
ノ
連
署
ヲ
以
テ
、
組
合
長
又
ハ
常
務

員
ニ
臨
時
総
会
ヲ
請
求
ス
ル
事
ヲ
得

但
シ
組
合
長
及
ビ
常
務
員
ハ
、
此
場
合
ニ
於
テ
請
求
ノ
日

ヨ
リ
一
週
間
以
内
ニ
開
ク
モ
ノ
ト
ス

第
廿
一
条
　
本
規
約
及
ビ
細
則
ハ
、
総
会
ノ
決
議
ヲ
経
ル
ニ
非
ザ
レ
バ

変
更
ス
ル
ヲ
得
ズ

第
廿
二
条
　
大
祭
祝
日
ハ
国
旗
ヲ
揚
ク
可
シ
、
其
他
組
合
長
ヨ
リ
通
知

ア
ル
際
モ
亦
同
ジ

第
廿
三
条
　
新
年
宴
会
ハ
毎
年
一
月
之
レ
ヲ
開
ク



第
五
六
巻
第
四
号

三
六

（
五
九
五
）

第
廿
四
条
　
氏
神
両
社
御
千
度
ハ
、
毎
年
拾
月
拾
五
日
迄
ニ
執
行
シ
、

組
合
長
之
レ
ヲ
斡
旋
ス

第
廿
五
条
　
本
組
合
内
居
住
ノ
組
合
員
及
ビ
其
家
族
ニ
異
動
ヲ
生
ジ
タ

ル
時
ハ
、
直
ニ
其
旨
組
合
長
ニ
届
出
ツ
可
シ

第
廿
六
条
　
本
組
合
内
居
住
ノ
組
合
員
及
ビ
其
家
族
ニ
不
幸
ア
ル
際

ハ
、
組
合
長
又
ハ
常
務
員
ヨ
リ
通
知
ス
、
此
場
合
ニ
於
テ

ハ
組
合
員
ハ
必
ズ
会
葬
ス
可
キ
事

但
シ
通
知
ヲ
受
タ
ル
モ
不
得
止
ル
事
故
ノ
為
メ
会
葬
ナ
シ

難
キ
場
合
ニ
ハ
、
組
合
長
又
ハ
常
務
員
ニ
其
旨
具
申
シ
指

揮
ヲ
受
ク
可
シ

第
廿
七
条
　
本
組
合
規
約
細
則
中
左
ノ
各
項
ニ
違
背
シ
タ
ル
者
ハ
、
違

約
金
ト
シ
テ
之
ヲ
差
出
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

一
　
細
則
第
廿
六
条
ニ
背
キ
タ
ル
ト
キ
　
金
弐
拾
銭

二
　
細
則
第
拾
条
・
第
拾
壱
条
・
第
十
九
条
・
第
廿
二
条

ニ
背
キ
タ
ル
ト
キ
　
金
拾
銭

三
　
細
則
第
十
二
条
ヲ
怠
リ
タ
ル
ト
キ
　
金
五
拾
銭

第
廿
八
条
　
細
則
第
廿
七
条
ノ
規
定
ノ
他
、
正
当
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
本

組
合
員
ノ
義
務
ヲ
果
サ
ヾ
ル
場
合
及
ビ
細
則
第
十
八
条
ニ

背
キ
タ
ル
時
ハ
、
総
会
決
議
ニ
依
リ
之
レ
ヲ
処
断
ス

附
則

此
細
則
ハ
明
治
丗
五
年
一
月
一
日
ヨ
リ
施
行
ス

但
シ
明
治
三
十
二
年
三
月
締
結
ノ
本
組
合
規
約
細
則
ハ
、
明
治
三
十

四
年
十
二
月
丗
一
日
限
リ
廃
止
ス

連
合
衛
生
組
合
規
約
細
則
ハ
別
ニ
之
ヲ
締
結
ス

「
（
表
紙
）

上
京
第
二
十
三
連
合

東
玉
屋
町
公
同
組
合
規
約
」

上
京
第
二
十
三
連
合
東
玉
屋
町
公
同
組
合
規
約

第
一
章
　
名
称

第
一
條
　
本
組
合
ハ
上
京
第
二
十
三
連
合
東
玉
屋
町
公
同
組
合
ト
称
ス

第
二
章
　
組
織

第
二
條
　
本
組
合
ハ
明
治
三
十
年
十
月
京
都
市
諭
達
第
四
十
五
号
ニ

基
キ
、
二
条
通
リ
烏
丸
西
入
東
玉
屋
町
一
円
ヲ
以
テ
区
域

ト
ス

第
三
條
　
本
組
合
ハ
区
域
内
ニ
一
戸
ヲ
構
フ
ル
住
民
、
及
ビ
住
民
ニ

非
ラ
ザ
ル
モ
区
域
内
ニ
不
動
産
ヲ
所
有
ス
ル
者
ヲ
以
テ
組

織
ス

第
三
章
　
目
的

第
四
條
　
本
組
合
ハ
組
合
内
ニ
係
ル
諸
般
ノ
行
政
事
務
ニ
関
シ
、
公

私
ノ
利
便
ヲ
図
リ
隣
保
団
結
ノ
情
誼
ヲ
守
リ
、
兼
テ
相
互



式
法
帳
と
「
町
」
規
約
│
京
都
二
条
烏
丸
東
玉
屋
町

銅
駝
会
文
書
所
収
史
料
│
（
奥
田
以
在
）

三
七

（
五
九
四
）

ノ
利
益
ヲ
増
進
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

第
四
章
　
役
員

第
五
條
　
本
組
合
ニ
左
ノ
役
員
ヲ
置
キ
、
其
任
期
ハ
一
ヶ
年
ト
シ
、

毎
年
三
月
定
期
総
会
ニ
於
テ
之
ヲ
選
挙
ス

但
シ
満
期
再
選
ス
ル
ヲ
得
ズ

組
合
長
一
名
・
副
組
長
一
名
・
幹
事
一
名

第
六
條
　
組
合
長
ハ
組
合
ヲ
代
表
シ
、
組
合
一
切
ノ
事
務
ヲ
統
理
ス
、

副
組
長
ハ
組
合
長
ヲ
補
佐
シ
、
組
合
長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ

之
ヲ
代
理
シ
、
幹
事
ハ
組
合
ノ
会
計
事
務
ヲ
掌
理
ス
ル
モ

ノ
ト
ス

第
七
條
　
組
合
長
ノ
当
選
及
ビ
交

(

マ
マ)

迭
ハ
、
直
チ
ニ
連
合
公
同
組
合
幹

事
ヲ
経
テ
、
所
管
区
役
所
エ
報
告
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
五
章
　
集
会

第
八
條
　
集
会
ハ
定
期
総
会
・
臨
時
総
会
・
役
員
会
ノ
三
種
ト
ス

第
九
條
　
集
会
ハ
組
合
長
之
レ
ヲ
招
集
シ
、
総
会
ハ
組
合
員
十
名
以

上
ノ
出
席
ヲ
以
テ
開
会
シ
、
多
数
ニ
ヨ
リ
議
決
ス
ル
モ
ノ

ト
ス期

第
十
條
　
定
第
総
会
ハ
毎
年
三
月
之
レ
ヲ
開
キ
、
前
年
度
ノ
収
支
決

算
ヲ
報
告
シ
、
且
ツ
重
要
ノ
事
項
及
ビ
経
費
収
支
予
算
及

負
担
方
法
ヲ
議
決
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
一
條
　
臨
時
総
会
及
ビ
役
員
会
ハ
、
其
必
要
ニ
応
ジ
臨
時
開
会
ス

ル
モ
ノ
ト
ス

第
六
章
　
会
計
及
其
他

第
十
二
條
　
本
組
合
ノ
会
計
年
度
ハ
、
毎
年
四
月
一
日
ニ
始
マ
リ
翌
年

三
月
三
十
一
日
ヲ
以
テ
終
ル

第
十
三
條
　
組
合
員
ハ
本
組
合
ノ
経
費
ヲ
負
担
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
、
組
合

員
組
合
ヲ
脱
退
シ
タ
ル
時
ハ
末

(

マ
マ)

納
経
費
ハ
一
時
ニ
之
レ
ヲ

徴
収
シ
、
既
納
経
費
ハ
之
レ
ヲ
還
付
セ
ズ

第
十
四
條
　
本
組
合
ハ
他
ノ
組
合
ト
気
脈
ヲ
通
ジ
連
絡
ヲ
計
ル
為
メ
、

聯
合
組
合
ヲ
組
織
シ
其
評
決
ヲ
遵
守
シ
、
且
ツ
其
経
費
ヲ

分
担
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
五
條
　
本
組
合
員
ニ
シ
テ
組
合
内
ニ
所
有
ス
ル
不
動
産
ヲ
、
組
合

員
外
ニ
売
却
譲
与
交
換
又
ハ
貸
与
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
旨
組

合
長
ニ
届
出
ラ
ル
ベ
シ

第
十
六
條
　
本
規
約
ハ
組
合
員
三
分
ノ
二
以
上
ノ
出
席
セ
ル
総
会
ニ
於

テ
議
決
ス
ル
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
、
之
レ
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
ズ

右
本
規
約
ハ
明
治
三
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日
締
結
シ
タ
ル
規
約
ヲ
改

正
シ
、
茲
ニ
組
合
員
一
同
署
名
捺
印
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ



第
五
六
巻
第
四
号

三
八

（
五
九
三
）

但
シ
本
規
約
ハ
上
京
区
役
所
承
認
ヲ
経
テ
本
組
合
ニ
保
存
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

大
正
十
二
年
三
月

上
京
区
第
廿
参
連
合
東
玉
屋
町
公
同
組
合
規
約
細
則

第
壱
條
　
本
規
約
第
五
条
ノ
組
合
長
ノ
資
格
ハ
、
本
組
合
内
ニ
居
住

ス
ル
者
ニ
シ
テ
成
年
以
上
ノ
男
子
ニ
限
ル

第
弐
條
　
集
会
ハ
総
テ
通
達
時
間
ヨ
リ
遅
刻
ス
ベ
カ
ラ
ズ

第
参
條
　
組
合
長
ヨ
リ
急
達
箱
廻
附
ノ
際
ハ
、
即
時
順
達
ス
ル
モ
ノ

ト
ス

第
四
條
　
細
則
第
壱
條
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
疾
病
若
シ
ク

バ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
事
故
ノ
為
勤
務
シ
得
サ
ル
モ
ノ
ハ
、
其

旨
組
合
長
ニ
具
申
ス
ヘ
シ
、
組
合
長
ハ
総
会
ニ
計
リ
之
ヲ

処
断
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
五
條
　
組
合
ニ
関
ス
ル
左
記
別
途
費
用
ハ
総
会
ノ
決
議
ニ
依
リ
之

レ
ヲ
定
ム

一
、
新
年
宴
会
費

一
、
地
蔵
会
費

一
、
大
黒
天
祭
費

一
、
御
千
度
費

一
、
造
リ
物
費

一
、
神
事
費

第
六
條
　
地
所
・
家
屋
買
得
ノ
際
、
及
戸
主
譲
替
・
男
女
貰
受
・
還

暦
等
其
他
祝
賀
ノ
披
露
又
ハ
披
露
料
ハ
、
随
意
タ
ル
ベ
シ

前
項
ノ
披
露
ヲ
受
ケ
タ
ル
際
ハ
、
組
合
長
ハ
是
ニ
対
シ
扇

子
壱
対
ヲ
壱
週
間
以
内
ニ
呈
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

但
シ
此
披
露
料
ハ
新
年
宴
会
費
又
ハ
御
千
度
費
中
江
支
出

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
七
條
　
組
合
長
ヨ
リ
集
会
ノ
通
知達

ヲ
受
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
、
止
ム

ヲ
得
サ
ル
事
故
ニ
テ
出
席
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
際
ハ
、
組
合
長

ニ
届
出
ズ
ヘ
シ

第
八
條
　
組
合
員
ハ
五
名
以
上
ノ
連
署
ヲ
以
テ
組
合
長
ニ
臨
時
総
会

ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
組
合
長
ハ
右
請
求
ヲ
受
ケ
タ
ル

日
ヨ
リ
壱
週
間
以
内
ニ
於
テ
之
ヲ
開
ク
モ
ノ
ト
ス

第
九
條
　
大
祭
祝
日
ハ
国
旗
ヲ
揚
グ
可
シ
、
其
他
組
合
長
ヨ
リ
通
知

ア
ル
際
モ
亦
同
シ

第
拾
條
　
新
年
宴
会
ハ
毎
年
壱
月
之
ヲ
開
ク

第
拾
壱
條
　
本
組
合
ハ
左
之
祭
事
ヲ
執
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
、
地
蔵
会
　
八
月
二
十
二
・
三
之
両
日

一
、
大
黒
天
祭
　
拾
一
月

一
、
八
坂
神
社
、
下
御
霊
神
社
、
両
社
御
千
度
、
拾
一
月
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京
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銅
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以
在
）

三
九

（
五
九
二
）

第
拾
弐
條
　
発
火
シ
易
キ
物
品
ヲ
貯
蔵
又
ハ
取
扱
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ハ
特
ニ

注
意
ヲ
ナ
シ
、
近
隣
ニ
対
シ
危
険
ノ
惧
レ
ナ
キ
様
適
当
ノ

方
法
ヲ
取
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
拾
参
條
　
本
組
合
区
域
内
ニ
居
住
ノ
組
合
員
及
其
家
族
ニ
異
動
ヲ
生

シ
タ
ル
時
ハ
、
直
ニ
其
旨
組
合
長
ニ
届
出
ベ
シ

第
拾
四
條
　
本
組
合
区
域
内
ニ
居
住
ス
ル
組
合
員
及
其
家
族
ニ
不
幸
ア

ル
際
ハ
、
其
届
出
ニ
依
リ
組
合
長
ヨ
リ
通
知
ス
、
此
場
合

ニ
於
テ
組
合
員
ハ
会
葬
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
拾
五
條
　
本
組
合
員
及
其
家
族
ノ
入
退
営
者
ア
ル
ト
キ
ハ
、
左
ノ
各

項
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
ス

（
一
）
入
退
営
ノ
場
合
ハ
当
日
各
戸
国
旗
ヲ
掲
揚
シ
祝
意

ヲ
表
ス

（
二
）
入
営
ノ
際
ハ
組
合
ヨ
リ
餞
別
料
ト
シ
テ
金
壱
円
ヲ

贈
呈
ス

（
三
）
入
営
ノ
際
当
家
処
定
ノ
場
所
迄
見
送
ル
モ
ノ
ト
シ
、

役
員
ノ
指
示
ニ
応
ス
ベ
シ

（
四
）
入
営
ノ
際
ハ
各
自
ノ
餞
別
品
ノ
贈
呈
ヲ
廃
止
ス

（
五
）
入
退
営
ノ
当
家
ハ
何
等
饗
応
及
ビ
記
念
品
等
ヲ
贈

呈
セ
サ
ル
事

（
六
）
戦
時
ノ
場
合
ハ
右
規
定
ニ
依
ラ
ズ
別
ニ
是
ヲ
協
議

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
拾
六
條
　
役
員
ニ
ハ
相
当
ノ
報
酬
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
拾
七
條
　
組
合
員
ニ
シ
テ
本
組
合
ノ
名
誉
ヲ
毀
損
ス
行
為
ヲ
ナ
シ
、

又
ハ
組
合
員
ノ
義
務
ヲ
果
サ
ヾ
ル
場
合
ハ
、
総
会
ノ
決
議

ニ
依
リ
之
ヲ
処
断
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
拾
八
條
　
本
細
則
ハ
組
合
員
三
分
ノ
二
以
上
ノ
出
席
セ
ル
総
会
ニ
於

テ
議
決
ス
ル
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
、
之
ヲ
変
更
ス
ル
事
ヲ
得
ズ

附
則一

、
本
細
則
ハ
大
正
拾
弐
年
四
月
壱
日
ヨ
リ
施
行
ス

但
シ
明
治
参
拾
四
年
拾
弐
月
一
日
締
結
シ
タ
ル
本
組
合
規
約
細

則
ハ
、
大
正
拾
弐
年
参
月
参
拾
壱
日
限
リ
廃
止
ス

右
細
則
ヲ
締
結
シ
之
ヲ
遵
守
ス
ル
為
、
組
合
員
一
同
茲
ニ
署
名
捺
印
ス

ル
モ
ノ
也大

正
拾
弐
年
参
月
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